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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固定枠と、当該固定枠の左右一側部側に対して開閉可能に支持された扉体と、前記扉体
が閉鎖されたときに前記扉体を前記固定枠に施錠する施錠手段とを備えた遊技機であって
、
　前記施錠手段は、
　施錠状態にある前記扉体を開放可能な解錠状態とする際に所定の解錠操作が行われる錠
部材と、
　前記錠部材の解錠操作に連動して摺動可能な摺動部材と、
　前記摺動部材の動作に連動して、前記固定枠の内側に取付固定された被係止部に対し係
止されて前記扉体の開放を規制する係止位置と、前記被係止部から離脱して前記扉体の開
放を許容する非係止位置とに変位する鉤部材とを備え、
　前記錠部材の解錠操作が行われていない場合には、前記摺動部材の摺動変位が規制され
、前記鉤部材が前記係止位置にて変位不能となる構成であって、
　前記錠部材の解錠操作が行われていない状態においては、前記摺動部材が前記固定枠に
当接可能な第１位置となって、開放状態にある前記扉体の閉鎖が規制され、
　前記錠部材の解錠操作が行われている状態においては、前記摺動部材が前記固定枠に当
接不能な第２位置に変位するとともに、前記鉤部材が前記非係止位置となって、開放状態
にある前記扉体の閉鎖が許容されることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
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　前記摺動部材の摺動に連動する係合部材を備え、
　前記錠部材の解錠操作が行われていない状態においては、前記係合部材が、前記固定枠
の上辺部、下辺部、及び側辺部のうち前記摺動部材が当接する辺部とは異なる辺部と当接
可能な第１位置となって、開放状態にある前記扉体の閉鎖が規制され、
　前記錠部材の解錠操作が行われている状態においては、前記係合部材が前記固定枠に当
接不能な第２位置となって、開放状態にある前記扉体の閉鎖が許容され、
　前記扉体の閉鎖状態において、前記摺動部材が前記第１位置にある場合には、前記係合
部材が前記固定枠に形成された被係合部と係合し、前記扉体の開放が規制されることを特
徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、遊技機の一種として、メダルの代わりにパチンコ機で使用される遊技球を用いて
スロットマシンと同様の遊技を行うことのできる遊技機（以下、球使用式回胴遊技機とい
う）がある。
【０００３】
　かかる球使用式回胴遊技機は、例えば遊技機前面側に設けられた球受皿を介して所定数
の遊技球が取込装置により取込まれることで遊技開始条件が成立する。所定数の遊技球が
取込まれた後、スタートレバー等の始動操作手段の操作が行われると、複数のリール等よ
りなる可変表示装置の可変表示が開始される。そして、遊技者がストップボタン等の停止
操作手段を介して可変表示を停止した際、所定の有効ラインに表示される停止図柄が特定
図柄である場合には、例えばビッグボーナスゲームのような遊技者に有利な特別遊技状態
に移行する。この特別遊技状態において遊技者は多くの遊技球を獲得できる（例えば、特
許文献１参照）。
【０００４】
　また、球使用式回胴遊技機等の遊技機では、一般的にメンテナンス等の観点から遊技機
本体（扉体）が固定枠に対し開閉可能に設けられている。そのため、遊技ホールにおいて
店員以外の者が無断で扉体を開放できないように、遊技機には施錠装置が設けられている
。
【０００５】
　かかる施錠装置としては、専用の鍵を用いて操作されるシリンダ錠と、固定枠に設けら
れた複数の被係止部に対しそれぞれ係脱可能に設けられた複数の鉤部材と、鍵によるシリ
ンダ錠の解錠操作に応じて複数の鉤部材を連動させる摺動杆とを備えたものが知られてい
る。そして、施錠状態では各鉤部材がそれぞれ対応する被係止部に係合することで遊技機
本体が固定枠に対し開放不能となる。他方、専用の鍵でシリンダ錠を解錠操作することに
より摺動杆を介して各鉤部材が被係止部から同時に離脱し、遊技機本体が開放可能となる
。
【０００６】
　また、施錠装置は、一般的に遊技機本体を開状態から閉状態とする施錠時には、専用の
鍵を用いなくとも施錠が行えるように構成されている。例えば、鉤部材の先端が略三角形
状に先細りしており、遊技機本体を閉じていくと、先ず鉤部材の傾斜部位が被係止部に接
するようになっている。従って、さらに遊技機本体を閉じていくことで、コイルばね等の
付勢手段の付勢力に抗して鉤部材が解錠方向へ変位する。そして、鉤部材が被係止部を乗
り越えると、鉤部材は付勢手段の付勢力により元の位置に戻り、被係止部に係止される。
これにより遊技機本体の施錠が完了する。
【０００７】
　近年、遊技ホールでは、営業中に遊技機本体を不正に解錠し、本体裏側に設けられた制
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御機器を不正に操作したり交換する等して、多くの遊技媒体を獲得する不正行為が行われ
ることもある。このような不正解錠は、通常、遊技機本体と固定枠との隙間から針金等の
線材を差込み、当該線材を施錠装置の鉤部材に引っ掛けて解錠方向に動かすことにより行
われる。いずれか１つの鉤部材に対して不正な解錠操作が行われると、その動作が摺動杆
を介して他の鉤部材に伝達され、全鉤部材が連動して被係止部から離脱し、遊技機本体が
開放可能となる。
【０００８】
　これに対し、専用の鍵を用いなければ鉤部材の係合を解除できない施錠装置を使用し、
不正解錠に対する防御性能を高めているものもある。例えばシリンダ錠に鍵が挿し込まれ
ないと、シリンダ錠のロック状態が解除されず、シリンダ錠のカム板等に係合した摺動杆
ひいては鉤部材が変位不能な状態に維持される構成などが一例に挙げられる。この場合、
鍵を用いて解錠操作を行った場合には、その操作に応じ摺動杆が動作して鉤部材が被係止
部から離脱し、遊技機本体の開放が許容される。一方、鍵を用いずに線材等によって鉤部
材や摺動杆に対し直接の解錠操作、すなわち不正な解錠操作が行われた場合には、シリン
ダ錠のカム板等が動かないため、摺動杆の解錠方向への摺動変位が規制される。
【特許文献１】特開２００４－１６６７５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記従来構成では、遊技機本体を閉状態とする際にも専用の鍵を用いて
施錠操作を行う必要がある。つまり、鍵を用いて施錠操作を行い、被係止部に妨げられな
い位置まで鉤部材を変位させなければ、遊技機本体を閉じきることができない。
【００１０】
　これに対し、鍵を用いずに遊技機本体を閉じようとした場合には、鉤部材と被係止部と
が衝突し、当該鉤部材や被係止部の変形や破損等といった不具合が発生するおそれがある
。尚、このような鉤部材と被係止部とが衝突するといった事態は、意図的に遊技機本体を
無理に閉じようとした場合にのみ発生するわけではなく、意図していなくても、遊技ホー
ルにおいて、鍵を用いなくても遊技機本体を閉鎖できる遊技機と、鍵を用いなければ遊技
機本体を閉鎖できない遊技機とが混在する場合には、しばしば起こり得る。
【００１１】
　尚、かかる課題は、球使用式回胴遊技機に限らず、パチンコ機など他の遊技機にも該当
する問題である。
【００１２】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
不正解錠に対する防御性能を高めるとともに、構成部材の変形や破損等の発生を低減させ
ることのできる遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の遊技機は、
　固定枠と、当該固定枠の左右一側部側に対して開閉可能に支持された扉体と、前記扉体
が閉鎖されたときに前記扉体を前記固定枠に施錠する施錠手段とを備えた遊技機であって
、
　前記施錠手段は、
　施錠状態にある前記扉体を開放可能な解錠状態とする際に所定の解錠操作が行われる錠
部材と、
　前記錠部材の解錠操作に連動して摺動可能な摺動部材と、
　前記摺動部材の動作に連動して、前記固定枠の内側に取付固定された被係止部に対し係
止されて前記扉体の開放を規制する係止位置と、前記被係止部から離脱して前記扉体の開
放を許容する非係止位置とに変位する鉤部材とを備え、
　前記錠部材の解錠操作が行われていない場合には、前記摺動部材の摺動変位が規制され
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、前記鉤部材が前記係止位置にて変位不能となる構成であって、
　前記錠部材の解錠操作が行われていない状態においては、前記摺動部材が前記固定枠に
当接可能な第１位置となって、開放状態にある前記扉体の閉鎖が規制され、
　前記錠部材の解錠操作が行われている状態においては、前記摺動部材が前記固定枠に当
接不能な第２位置に変位するとともに、前記鉤部材が前記非係止位置となって、開放状態
にある前記扉体の閉鎖が許容されることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、不正解錠に対する防御性能を高めるとともに、構成部材の変形や破損
等の発生を低減させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　手段１．固定枠と、当該固定枠の左右一側部側に対して開閉可能に支持された扉体と、
前記扉体が閉鎖されたときに前記扉体を前記固定枠に施錠する施錠手段とを備えた遊技機
であって、
　前記施錠手段は、施錠状態にある前記扉体を開放可能な解錠状態とする際に所定の解錠
操作が行われる錠部材と、
　前記錠部材の解錠操作に連動して上下方向に摺動可能な摺動部材と、
　前記摺動部材の動作に連動して、前記固定枠の内側に取付固定された被係止部に対し係
止されて前記扉体の開放を規制する係止位置と、前記被係止部から離脱して前記扉体の開
放を許容する非係止位置とに変位する鉤部材とを備え、
　前記錠部材の解錠操作が行われていない場合には、前記摺動部材の摺動変位が規制され
、前記鉤部材が前記係止位置にて変位不能となる構成であって、
　前記錠部材の解錠操作が行われていない状態においては、前記摺動部材が前記固定枠の
上辺部又は下辺部に当接可能な第１位置となって、開放状態にある前記扉体の閉鎖が規制
され、
　前記錠部材の解錠操作が行われている状態においては、前記摺動部材が前記固定枠に当
接不能な第２位置となって、開放状態にある前記扉体の閉鎖が許容されることを特徴とす
る遊技機。
【００１６】
　手段１によれば、錠部材の解錠操作が行われないと、鉤部材が係止位置にて変位不能に
維持される。従って、解錠操作を行わずに、遊技機内部に侵入させた線材や金属片等によ
って鉤部材に直接力を加えたとしても、鉤部材を非係止位置へと変位させることができな
いようになっている。結果として、線材や金属片等を用いた不正解錠に対する防御性能の
向上が図られる。
【００１７】
　さらに、錠部材の解錠操作を行わずに開放状態にある扉体を閉方向に移動させた場合に
は、摺動部材が固定枠と当接し、扉体の閉鎖が規制されることとなる。このような構成を
採用することにより、錠部材の解錠操作を行わずに扉体を閉じる場合、係止位置にある鉤
部材と被係止部とが当接する前に、摺動部材と固定枠とが当接するよう構成することがで
きる。従って、鉤部材と被係止部との当接（衝突）を回避することができ、鉤部材及び被
係止部に変形や破損等の不具合が発生することを防止することができる。結果として、扉
体と固定枠とを係合（施錠）する部位を保護することができ、扉体の施錠状態の安定化を
図ることができる。
【００１８】
　また、本手段１に記載のように摺動部材と固定枠とを当接させるのではなく、例えば、
摺動部材とは別に、固定枠に当接可能な第１位置と当接不能な第２位置との間で移動可能
な保護部材を設けることで扉体の閉鎖を規制することも考えられるが、この場合には、扉
体の閉鎖に際して、錠部材の解錠操作以外にも、保護部材を第２位置へと移動させる操作
が必要となってしまうおそれがある。また、前記保護部材を摺動部材と連動させる場合に
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は、扉体の閉鎖に際して保護部材を直接操作する必要はなくなるが、その代わりに、保護
部材を連動させるためのリンク機構を別途用意する必要が生じてしまう。
【００１９】
　この点、本手段１によれば、摺動部材自体を固定枠と当接させることで扉体の閉鎖を規
制している。このため、錠部材の解錠操作を行うことで、摺動部材を第２位置へと変位さ
せるとともに、鉤部材を被係合位置へと変位させることができる。従って、扉体を閉鎖す
る際の作業性の低下を抑制することができる。さらに、摺動部材と固定枠とを当接させる
ために行う設計変更としては、リンク機構を設ける場合のような複雑なものではなく、例
えば、摺動部材を一端部側（扉体の開放を許容するための解錠操作が行われた場合に摺動
部材が摺動する方向側）に延長したり、摺動部材が前記一端部に固定された保護部材を具
備するよう構成したりすることだけで済む。このように、構成の複雑化を招くことなく、
扉体の閉鎖を規制可能に構成できることから、製造作業性の低下、部品点数の増加等を抑
制することができる。
【００２０】
　尚、鉤部材と被係止部との衝突を回避し、より確実に鉤部材、被係止部の破損を防止す
るためには、錠部材の解錠操作を行わずに開放状態にある扉体を閉方向に移動させる場合
には、摺動部材と固定枠とが当接することで、係止位置にある鉤部材と被係止部とが当接
不能となることが好ましい。また、以下の手段においても同様であるが、鉤部材及びこれ
に対応する被係止部の数は１つに限定されるものではなく、これらを複数備えた構成とし
てもよい。また、錠部材の例としては、鍵が挿入されて回動操作されるシリンダ錠などが
挙げられる。加えて、鉤部材は、摺動部材の摺動に伴って係止位置と非係止位置とに変位
可能に構成されていればよく、鉤部材と摺動部材とが一体で構成されてもよいし、別体で
構成されてもよい。但し、鉤部材は、錠部材の解錠操作が行われない限り、係止位置にて
変位不能に構成されることとする。また、錠部材は、少なくとも錠部材の解錠操作が行わ
れていない状態において、摺動部材の摺動変位を規制する摺動規制手段を具備することと
してもよい。
【００２１】
　手段２．前記扉体の閉鎖状態において、前記摺動部材が前記第１位置にある場合には、
前記摺動部材が前記固定枠の上辺部又は下辺部に形成された被係合部と係合し、前記扉体
の開放が規制されることを特徴とする手段１に記載の遊技機。
【００２２】
　手段２によれば、扉体の閉鎖時に摺動部材が固定枠と係合することによって、扉体の施
錠を行うことができる。さらには、摺動部材は、錠部材の解錠操作が行われないと、その
摺動変位が規制される。従って、解錠操作を行わずに、遊技機内部に侵入させた線材や金
属片等によって鉤部材に直接力を加えたとしても、摺動部材を第２位置へと変位させるこ
とができないようになっている。結果として、線材や金属片等を用いた不正解錠に対する
防御性能の向上が図られる。
【００２３】
　また、従来、扉体を固定枠に係合させるための係合手段としては、固定枠の側辺部内側
に受金具を取付固定するとともに、扉体の背面から後方に延び、扉体の閉鎖状態において
受金具に係止される鉤部材を設けるといった構成が一般的であり、上記手段１に記載した
被係止部についても、固定枠に対して別途取付固定されるタイプのもの（受金具）である
。ところが、このような構成を採用する場合には、鉤部材が後方に大きく突出したり、受
金具が固定枠内側に突出したりするため、施錠手段後方のスペースを利用することが困難
であった。この点、本手段によれば、摺動部材が固定枠に形成された被係合部、すなわち
固定枠自体と係合するよう構成されることから、扉体から後方に延びる鉤部材及び受金具
の数を減らしても、十分な施錠を行うことができる。従って、例えば、扉体の背面側に設
けられる制御基板や、制御基板等を内封するカバー等を施錠手段の背面側に被せる（張り
出す）ようにして設けることのできるスペースを大きく確保することができ、遊技機の背
面側のスペースを有効的に活用することができる。
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【００２４】
　加えて、被係合部が受金具等の別体で構成される場合、当該被係合部（受金具）を取外
して（受金具の位置をずらす、受金具を別のものに交換する等して）錠部材の解錠操作を
行わなくても扉体を開閉可能にしてしまうといった不正が行われるおそれがあるが、本手
段によればかかる不具合を回避することができる。また、錠部材の解錠操作を行うことで
、鉤部材と被係合部との係合状態、及び、摺動部材と被係合部との係合状態を一度に解除
することができることから、扉体の開放作業をスムースに行うことができる。
【００２５】
　手段３．固定枠と、当該固定枠の左右一側部側に対して開閉可能に支持された扉体と、
前記扉体が閉鎖されたときに前記扉体を前記固定枠に施錠する施錠手段とを備えた遊技機
であって、
　前記施錠手段は、施錠状態にある前記扉体を開放可能な解錠状態とする際に所定の解錠
操作が行われる錠部材と、
　前記錠部材の解錠操作に連動して上下方向に摺動可能な摺動部材とを備え、
　前記錠部材の解錠操作が行われていない場合には、前記摺動部材の摺動変位が規制され
る構成であって、
　前記錠部材の解錠操作が行われていない状態においては、前記摺動部材が前記固定枠の
上辺部又は下辺部に接触可能な第１位置となって、開放状態にある前記扉体の閉鎖が規制
され、
　前記錠部材の解錠操作が行われている状態においては、前記摺動部材が前記固定枠に接
触不能な第２位置となって、開放状態にある前記扉体の閉鎖が許容され、
　前記扉体の閉鎖状態において、前記摺動部材が前記第１位置にある場合には、前記摺動
部材が前記固定枠の上辺部又は下辺部に形成された被係合部と係合し、前記扉体の開放が
規制されることを特徴とする遊技機。
【００２６】
　手段３によれば、摺動部材が被係合部と係合することにより扉体が固定枠に施錠される
こととなる。当該摺動部材は錠部材の解錠操作が行われていない場合には、摺動変位が規
制される。すなわち、解錠操作を行わずに、線材や金属片等によって摺動部材に直接力を
加えたとしても、摺動部材を第２位置へと変位させることができないようになっている。
結果として、線材や金属片等を用いた不正解錠に対する防御性能の向上が図られる。
【００２７】
　また、本手段３では、固定枠に形成された被係合部に摺動部材を係合させることで扉体
の施錠を行うことができるため、固定枠に取付固定される被係止部（受金具等）、及び被
係止部に係止される鉤部材をなくすことも可能である。この場合、施錠手段後方のスペー
スを有効活用できるといった上記手段２の作用効果がより確実に奏される。さらに、被係
止部及び鉤部材をなくした場合、鉤部材と被係止部とが衝突するといったこと事態がなく
なるため、鉤部材及び被係止部が変形、破損することに起因して、扉体の施錠状態が不安
定になってしまうといったおそれを回避することができる。
【００２８】
　手段４．前記錠部材の解錠操作に連動して前記摺動部材が下方に摺動することで、前記
摺動部材と前記被係合部との係合状態が解除され、閉鎖状態にある前記扉体の開放が許容
される構成であって、
　前記被係合部は、前記固定枠の上辺部の下面に形成された穴部、凹部、又は切欠き部で
あることを特徴とする手段２又は３に記載の遊技機。
【００２９】
　手段４によれば、固定枠の上辺部に穴部、凹部、又は切欠き部を形成することで被係合
部を構成できるため、従前の固定枠からの設計変更を少なくすることができ、従来の固定
枠を生産する装置を利用することができたり、遊技ホール等から回収した固定枠を再利用
することができたりする。
【００３０】
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　手段５．前記錠部材の解錠操作に連動して前記摺動部材が上方に摺動することで、前記
摺動部材と前記被係合部との係合状態が解除され、閉鎖状態にある前記扉体の開放が許容
される構成であって、
　前記固定枠は、その下部前面を覆うようにして設けられ、前記被係合部を構成する略板
状の幕板飾りを備え、
　前記扉体の閉鎖状態において、前記第１位置とされた前記摺動部材は、前記幕板飾りの
背面と係合することを特徴とする手段２又は３に記載の遊技機。
【００３１】
　一般に、固定枠の下部前面には略板状の幕板飾りが設けられている。そして、本手段５
によれば、摺動部材は、被係合部としての幕板飾りの背面と係合することとなる。このた
め、固定枠の下辺部に対して別途被係合部を設けるために、固定枠とは別体の受金具を取
付固定したり、凸部や凹部等を形成したりするといった必要がなく、摺動部材を固定枠の
下辺部に係合させるために固定枠の設計変更を行うといった必要がない。従って、従前の
固定枠を生産する装置をそのまま利用することができたり、遊技ホール等から回収した固
定枠を再利用（再使用）することができたりする。
【００３２】
　手段６．前記固定枠と前記扉体とが、前記固定枠の上辺部、下辺部、側辺部のうち少な
くとも２つの辺部において係合されることを特徴とする手段１乃至５のいずれかに記載の
遊技機。
【００３３】
　手段６によれば、固定枠と扉体とを係合する手段（被係止部及び被係合部）が固定枠の
一辺部にのみ（例えば下辺部にのみ）設けられる場合に比べ、扉体の施錠状態の安定化を
図ることができる。例えば、摺動部材の下端部が固定枠の下辺部に形成された被係合部と
係合するとともに、鉤部材が固定枠の側辺部に取付固定された被係止部に係止されること
としてもよい。
【００３４】
　手段７．前記摺動部材の摺動に連動して、前記摺動部材の摺動方向とは反対方向に摺動
する係合部材を備え、
　前記錠部材の解錠操作が行われていない状態においては、前記係合部材が、前記固定枠
の上辺部又は下辺部のうち前記摺動部材が当接する辺部とは反対側の辺部と当接可能な第
１位置となって、開放状態にある前記扉体の閉鎖が規制され、
　前記錠部材の解錠操作が行われている状態においては、前記係合部材が前記固定枠に当
接不能な第２位置となって、開放状態にある前記扉体の閉鎖が許容され、
　前記扉体の閉鎖状態において、前記摺動部材が前記第１位置にある場合には、前記係合
部材が前記固定枠の上辺部又は下辺部に形成された被係合部と係合し、前記扉体の開放が
規制されることを特徴とする手段１乃至６のいずれかに記載の遊技機。
【００３５】
　手段７によれば、固定枠の上辺部及び下辺部のうち摺動部材と係合する辺部とは反対側
の辺部についても係合部材と係合することとなるため、扉体の施錠状態の安定化を図るこ
とができる。
【００３６】
　尚、本手段の構成を採用することで、上下方向に摺動する摺動部材の一端部及び係合部
材により、扉体と固定枠とが、固定枠の上辺部及び下辺部において係合されることから、
施錠手段後方のスペースの有効利用化を妨げていた扉体から後方に延びるような鉤部材や
固定枠に取付固定される被係止部を設けなくても、十分な施錠を行うことができる。尚、
前記錠部材の解錠操作が行われていないときの前記係合部材の前記第２位置側への変位を
規制する変位規制手段を備えることとしてもよい。この場合、係合部材に対して直接力を
加えたとしても、当該係合部材を第２位置に変位させることができないため、不正解錠に
対する防御性能を高めることができる。
【００３７】
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　手段８．前記錠部材の解錠操作を行うことなく開放状態にある前記扉体をその閉方向に
移動させる際に、前記摺動部材と前記固定枠とが当接したことを検知する検知手段を設け
たことを特徴とする手段１乃至７のいずれかに記載の遊技機。
【００３８】
　本手段８によれば、検知手段によって摺動部材と固定枠との当接が検知された場合には
、当該検知情報に基づいて、錠部材の解錠操作を行うように音声や表示等でホール関係者
等に案内することができる。従って、錠部材の解錠操作を行わなければ扉体を閉められな
い旨を把握していないホール関係者がいたとしても、扉体の閉鎖に手間取ってしまったり
、扉体を無理に閉めようとすることに起因して、扉体（摺動部材）や固定枠が損傷してし
まったりするといったおそれを防止することができる。
【００３９】
　以下に、上記各手段が適用される各種遊技機の基本構成を示す。
【００４０】
　Ａ．上記各手段における前記遊技機は弾球遊技機であること。より詳しい態様例として
は、「遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハンドル）と、当該操作手段の操作に基づ
いて遊技球を弾いて発射する発射手段（発射モータ等）と、当該発射された遊技球が案内
される遊技領域と、前記遊技領域内に配置された各入球手段（一般入賞口、可変入賞装置
、作動口等）とを備え、所定条件が成立した場合には特別遊技状態が発生する弾球遊技機
」が挙げられる。
【００４１】
　Ｂ．上記各手段における前記遊技機は略鉛直方向に延びる遊技領域を備えた弾球遊技機
であること。より詳しい態様例としては、「遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハン
ドル）と、当該操作手段の操作に基づいて遊技球を弾いて発射する発射手段（発射モータ
等）と、当該発射された遊技球が案内され、略鉛直方向に沿って延びる所定の遊技領域（
例えば遊技領域は遊技盤面等により構成される）と、前記遊技領域内に配置された各入球
手段（一般入賞口、可変入賞装置、作動口等）とを備え、前記遊技領域を流下する遊技球
の挙動を視認可能に構成され、所定条件が成立した場合には特別遊技状態が発生する弾球
遊技機」が挙げられる。
【００４２】
　Ｃ．上記各手段における前記遊技機、又は、上記各弾球遊技機は、パチンコ機又はパチ
ンコ機に準ずる遊技機であること。
【００４３】
　Ｄ．上記各手段における遊技機は、スロットマシン等の回胴式遊技機であること。より
詳しい態様例としては、「複数の識別情報（図柄）からなる識別情報列（図柄列；具体的
には図柄の付されたリール、ベルト等の回転体）を変動表示（具体的にはリール等の回転
）した後に識別情報列を停止表示する可変表示手段（具体的にはリールユニット等の回転
体ユニット）を備え、始動用操作手段（具体的にはスタートレバー）の操作に起因して識
別情報（図柄）の変動が開始され、停止用操作手段（具体的にはストップボタン）の操作
に起因して識別情報（図柄）の変動が停止され、その停止時に有効ライン上に揃った識別
情報が特定の識別情報であることを条件に遊技価値が付与されるよう構成した回胴式遊技
機」が挙げられる。
【００４４】
　Ｅ．上記各手段における遊技機は、スロットマシンとパチンコ機とを融合した形式の遊
技機（特に遊技球を遊技媒体として使用するスロットマシン仕様の遊技機）であること。
より詳しい態様例としては、「複数の識別情報（図柄）からなる識別情報列（図柄列；具
体的には図柄の付されたリール、ベルト等の回転体）を変動表示（具体的にはリール等の
回転）した後に識別情報列を停止表示する可変表示手段（具体的にはリールユニット等の
回転体ユニット）を備え、始動用操作手段（具体的にはスタートレバー）の操作に起因し
て識別情報（図柄）の変動が開始され、停止用操作手段（具体的にはストップボタン）の
操作に起因して識別情報（図柄）の変動が停止され、その停止時に有効ライン上に揃った
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識別情報が特定の識別情報であることを条件に遊技価値が付与されるよう構成し、さらに
球受皿（上皿等）を設けてその球受皿から遊技球を取り込む取込手段と、前記球受皿に遊
技球の払出しを行う払出手段とを備え、前記取込手段により遊技球が取り込まれることに
より遊技の開始条件が成立するように構成した遊技機」が挙げられる。
【００４５】
　以下、遊技機としての球使用式回胴遊技機の一実施形態を図面に基づいて詳細に説明す
る。ここでいう球使用式回胴遊技機とは、パチンコ機とスロットマシンとを融合したタイ
プの遊技機であり、特に遊技球を遊技媒体として使用するスロットマシン仕様の遊技機を
指す。図１は球使用式回胴遊技機１の全体を示す正面斜視図であり、図２は正面図であり
、図３は後述する固定枠としての外枠２に対して扉体としての前扉３を開放した状態を示
す斜視図であり、図４は前扉３に装着された後述するメインユニット４及び裏機構ユニッ
ト５を開放した状態を示す斜視図であり、図５は球使用式回胴遊技機１の背面図である。
【００４６】
　図１～図５に示すように、球使用式回胴遊技機１は、当該球使用式回胴遊技機１の外殻
を形成する外枠２と、外枠２の前部に設けられ外枠２の一側部にて開閉可能に支持された
前扉３とを備えている。
【００４７】
　外枠２は、木製の板材により全体として矩形状に構成され、ネジ等の離脱可能な締結具
により各板材が組み付けられている。外枠２の下部には、外枠２の左右側辺部の前面下部
及び外枠２の下辺部の前面と当接状態で取付固定された樹脂製の幕板飾り６が設けられて
いる。幕板飾り６の上面奥部には、上方に突出するリブ６ａが一体形成されている。尚、
この外枠２を構成する上下の横板は、釘等によって遊技ホールに設けられた遊技機設置島
などに固定される。また、左右の縦板は、隣接する球貸装置などに接続される。
【００４８】
　前扉３は、外形が略矩形状のベース枠１０と、その前面側に取着される装飾枠１１とを
主体に構成されている。ベース枠１０及び装飾枠１１は主に合成樹脂、具体的にはＡＢＳ
（アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン）樹脂により構成されている。装飾枠１１は
ベース枠１０に対しネジ等の締結具により固定されている。
【００４９】
　球使用式回胴遊技機１の正面から見て、前扉３の左上部及び左下部には上下一対の開閉
機構１２が設けられている。これに対応して外枠２の左上部及び左下部（幕板飾り左端）
には上下一対の支持機構１３が設けられている。開閉機構１２を支持機構１３に組付ける
ことにより、前扉３が外枠２に対し開閉自在に組付けられる。尚、前扉３の閉鎖時には、
前扉３（ベース枠１０）の背面外周縁部が、外枠２の上辺部、左右の側辺部、及び幕板飾
り６のリブ６ａの各前面と当接して、外枠２に対する前扉３の位置決めが行われる（前扉
３の後方側への回動が規制される）とともに、前扉３の下面が幕板飾り６の上面と当接し
て、前扉３が幕板飾り６に支持される。
【００５０】
　ここで、開閉機構１２及び支持機構１３について、両者の関連性をふまえてより詳しく
説明する。前扉３の背面側の斜視図である図６等に示すように、開閉機構１２は、ベース
枠１０の左上部及び左下部において左右方向に沿って設けられたベース金具１４と、当該
ベース金具１４の左右方向略中央部において回動自在に軸支された連結アーム１５とによ
り構成されている。
【００５１】
　ベース金具１４の左端（図６では右端）には上方又は下方へ向け突出した突部１６が設
けられている。これに対応して、外枠２側の支持機構１３の左端には、図３等に示すよう
に、前記突部１６が左右方向にスライド自在に嵌め込まれるレール部１７が設けられてい
る。レール部１７の左端は突部１６が抜落ち不能となるよう閉鎖されており、右端は突部
１６を出し入れ可能に開口している。レール部１７の開口側には、突部１６の抜落ち防止
用の係止片１９が設けられている。係止片１９は図示しないバネによって常には前方へ付
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勢された状態に維持されている。

　また、連結アーム１５の先端部には連結具２０が設けられている。これに対応して、支
持機構１３の右端には、連結アーム１５の連結具２０が連結される連結部２１が設けられ
ている。連結具２０が連結部２１に対し連結された状態では、連結アーム１５が支持機構
１３に対し回動自在に軸支された状態となる。
【００５２】
　外枠２に対する前扉３の装着手順としては、まず、上下とも前扉３側の突部１６を外枠
２側の係止片１９に押し当てる。そして、バネの付勢力に抗して係止片１９を没入状態と
して、突部１６をレール部１７に嵌め込む。その後、連結アーム１５の連結具２０を連結
部２１に対し連結すると、前扉３の装着が完了する。前扉３を開閉させる際には、突部１
６がレール部１７に沿って左右方向にスライドすることにより、前扉３が回動する。
【００５３】
　尚、前扉３の背面のうち、球使用式回胴遊技機１の背面側から見て左上部には、前扉３
の開放を検知する開放検知スイッチ９００が設けられている。開放検知スイッチ９００は
、ベース枠１０に設けられた収容部９０５（図８等参照）に対し嵌め込まれた状態で、図
示しないネジ等の固定手段により固定されている。開放検知スイッチ９００は、前扉３が
開放され、外枠２の上辺部によって押圧されていない突出状態においてホールコンピュー
タなどに情報を送信する外部中継端子板５４７等に信号を出力し、前扉３が閉鎖され、外
枠２の上辺部前面により押圧された没入状態では信号を出力しないようになっている。
【００５４】
　次に装飾枠１１について詳しく説明する。装飾枠１１は、主に、略矩形状の窓孔３０を
有した窓枠部３１と、当該窓枠部３１の下方に設けられた上皿構成部３２と、当該上皿構
成部３２の下方に設けられた下皿構成部３３とから構成されている。
【００５５】
　窓孔３０には透明のガラス板３４が取付けられている。ここで図６～図１０を参照して
より詳しく説明する。図７は正面側から見た前扉３の分解斜視図であり、図８は背面側か
ら見た前扉３の分解斜視図であり、図９はガラス板３４等を取外した状態のベース枠１０
及び装飾枠１１を正面側から見た斜視図であり、図１０はガラス板３４等を取外した状態
のベース枠１０及び装飾枠１１を背面側から見た斜視図である。
【００５６】
　ガラス板３４は、窓孔３０と略同形状をなし、前扉３の背面側より窓孔３０の周縁部に
当接した状態で取付けられる。また、窓枠部３１の内周側には合成樹脂よりなる環状の内
周枠３５が取着される。内周枠３５は、前端部がガラス板３４の背面側に当接した状態で
、装飾枠１１に対しネジ等の締結具により固定される。これにより、ガラス板３４は、内
周枠３５と、窓孔３０の周縁部とにより挟持された状態で位置決め固定されることとなる
。
【００５７】
　また、窓孔３０の下方位置かつ上皿構成部３２の上方位置にあたる窓枠部３１の下辺部
には、左右方向に長い略矩形状の開口部３６が設けられている。この開口部３６には透明
の透視パネル３７が取付けられている。透視パネル３７は、開口部３６と略同形状をなし
、前扉３の背面側より開口部３６の周縁部に当接した状態でネジ等の締結具により装飾枠
１１に対し固定される。この透視パネル３７は、後述する情報表示パネル５３８に貼付さ
れた情報を視認可能とするものである。
【００５８】
　また、装飾枠１１にはランプやスピーカ等が設けられている。例えば、図１１に示すよ
うに、窓枠部３１の周縁部のうち、上辺部４０には、中央に中央ランプ表示部４１、その
左右両側方に上部スピーカ４２が設けられ、これら中央ランプ表示部４１及び上部スピー
カ４２を覆う装飾カバー４３が取着されている。なお、装飾カバー４３は、中央ランプ表
示部４１及び上部スピーカ４２に対応して、中央ランプカバー部４３ａ及びスピーカカバ
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ー部４３ｂを有している。
【００５９】
　また、窓枠部３１の左右両側辺部４６には、側部ランプ表示部４７が設けられるととも
に、これを覆う側部ランプカバー４８が取着されている。
【００６０】
　下皿構成部３３の後方にはベース枠１０において下部スピーカ５１（図４等参照）が設
けられ、その前面側にあたる下皿構成部３３には下部スピーカ５１の前面側を覆う下部ス
ピーカカバー５２が設けられている。
【００６１】
　下皿構成部３３の左右両側方には下部ランプ表示部５３が設けられるとともに、これを
覆う下部ランプカバー５４が取着されている。
【００６２】
　これら各種ランプ表示部やスピーカにより、遊技の進行に伴って各種報知や演出が行わ
れる。例えば、後述するように「７」図柄が有効ライン上に揃った場合（ビッグボーナス
ゲームを獲得した場合）には、それを点灯、点滅等によって報知する。
【００６３】
　次に上皿構成部３２について詳細に説明する。この上皿構成部３２に対応する部分、す
なわち装飾枠１１のうち透視パネル３７の下方にあたる部分には、装飾枠１１の一部が前
方へアーチ状に膨出した膨出部６０が形成されている。図７等に示すように、膨出部６０
の上面には開口部６１が形成されており、当該膨出部６０は装飾枠１１の背面側に貫通し
ている。そして、この膨出部６０に対し、前扉３の背面側から上皿ユニット７０が取着さ
れている。
【００６４】
　ここで上皿ユニット７０について詳細に説明する。図１２は上皿ユニット７０の全体を
示す斜視図であり、図１３は上皿ユニット７０の分解斜視図である。また、図１４は上皿
７１の平面図である。
【００６５】
　上皿ユニット７０は、本体部となる球貯留手段としての上皿７１と、この上皿７１に組
み付けられるカードユニット操作装置７２、球返却機構７３、球止め機構７４、マックス
ベットスイッチ７５、天井カバー７６などからなる。以下、順に上皿７１等について詳細
に説明していく。
【００６６】
　上皿７１は、後述する払出機構部５６５より払い出される遊技球や、遊技機設置島など
において球使用式回胴遊技機１に併設される球貸サンドなどの球貸装置（プリペイドカー
ド対応又は非対応の球貸装置）のノズルから供給される遊技球を貯留するとともに、後述
する取込装置３００へ供給する機能を有している。
【００６７】
　上皿７１は、合成樹脂材料により左右方向に長く上方に開口した略箱状に形成されてお
り、その内部に遊技球を貯留可能となっている。また、本実施形態における上皿７１は、
その前後幅が比較的幅広に設定されており、膨出部６０への取着時においては前後方向略
中央部より前側が上記透視パネル３７の位置より前方に位置し、後側部分が透視パネル３
７より後方に位置する。
【００６８】
　上皿７１の開口部周縁にはフランジ７９が設けられており、上皿ユニット７０はこのフ
ランジ７９が膨出部６０の開口部６１周縁に載置された状態で取付けられる。上皿７１の
左右側壁部７１ａ，７１ｂには固定部８８が設けられており、上皿７１はこの固定部８８
を介してネジ等により装飾枠１１に対し固定される。
【００６９】
　上皿７１の奥壁部８０の左端には切欠き状の受口部８１が形成されており、この受口部
８１を介して払出手段としての払出機構部５６５から払い出される遊技球が上皿７１へ排
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出される。
【００７０】
　一方、最下流側にあたる底部８２の右端には、前後方向略中央部より後側部分すなわち
透視パネル３７より後方に位置する後側部分において、下方へ開口した取込口８３が形成
されている。この取込口８３は後述する取込装置３００の上方に位置する。
【００７１】
　上皿７１の底部８２は球使用式回胴遊技機１正面から見て左側から右側に向けて下方へ
傾斜しており、上皿７１上の遊技球は取込口８３へ向けて流れ、この取込口８３を介して
取込装置３００へと導かれる。
【００７２】
　上皿７１の左右方向略中央部より左側部分すなわち上流側部分には、前後幅が比較的広
く、より多くの遊技球を貯留できるスペース（以下、貯留部８４という）が確保されてい
る。
【００７３】
　一方、上皿７１の右側部分すなわち下流側部分には、取込口８３へ通じる前後幅の比較
的狭い整流部８５が設けられている。この整流部８５は、取込口８３ひいては取込装置３
００に向けて遊技球を整列しつつ誘導する機能を有する。より詳しくは、上皿７１の奥壁
部８０の右端部分は後方に向けて膨出しており、これに伴い整流部８５は下流側に向け前
後幅が広がった構成となっている。
【００７４】
　また、整流部８５の下流側には、奥壁部８０が膨出した区間に対応して、２つの誘導リ
ブ８６が設けられている。これにより、遊技球を１列に整列させつつ取込口８３へ向けて
流下させる３条の整流球通路８７が形成される。なお、誘導リブ８６は奥壁部８０の膨出
部分の形状に合わせて前後方向に緩やかに湾曲するとともに、下流側に向けて先太りした
形状となっている。そして、３つの整流球通路８７は下流側で左右方向に沿って延在し前
後方向に等間隔で並んでいる。この３つの整流球通路８７の最下流部における配置間隔は
、取込装置３００の３つの取込ユニット３０５の配置間隔に合わせたものである。
【００７５】
　上記整流部８５の前方には、整流部８５の傾斜方向とは逆方向、すなわち左側に向け下
方へ傾斜した逆傾斜部９０が設けられている。従って、整流部８５では、当該整流部８５
と逆傾斜部９０との間に形成された段差部９１により、遊技球の前方への動きが規制され
る。また、逆傾斜部９０の奥側には仕切リブ９２が突設されている。これにより、逆傾斜
部９０から整流部８５側へ遊技球が落下し、整流部８５において遊技球が重畳されること
を防止している。
【００７６】
　さらに、逆傾斜部９０の手前側には奥側に向け下方に傾斜した奥向き傾斜部９５が形成
されている。逆傾斜部９０と奥向き傾斜部９５との間には段差９６が形成され、逆傾斜部
９０から前方への遊技球の動きが規制されている。同様に、上皿７１の前壁部９８の頂部
と奥向き傾斜部９５との間には段差９９があり、奥向き傾斜部９５から前方への遊技球の
動きが規制されている。
【００７７】
　奥向き傾斜部９５の左方にはマックスベットスイッチ７５が取着されている。より詳し
くは、奥向き傾斜部９５の左方の背面側にはマックスベットスイッチ７５を取付けるため
の収容凹部１００が形成されており、ここにマックスベットスイッチ７５が取着されてい
る。
【００７８】
　マックスベットスイッチ７５は、上皿７１に開口形成されたボタン孔１０２を介して上
皿７１の上面側に露出したマックスベットボタン７８と、当該マックスベットボタン７８
の押圧操作を検出する検出センサを搭載し収容凹部１００に取付けられるスイッチ基板７
７とからなる。また、マックスベットボタン７８内には図示しないＬＥＤが設けられてお
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り、当該ＬＥＤが点灯表示されることによって押圧操作が可能であることが報知され、消
灯表示によって押圧操作が不能であることが報知されるようになっている。
【００７９】
　また、逆傾斜部９０及び奥向き傾斜部９５の右方かつ取込口３３の前方位置には、その
背面側においてカードユニット操作装置７２を取付けるための収容凹部１１０が形成され
ている。この収容凹部１１０に対応する上皿７１の上面部は膨出しており、この膨出した
部位にカードユニット操作装置７２を操作するための操作面１１１が形成される。
【００８０】
　ここでカードユニット操作装置７２について詳しく説明する。カードユニット操作装置
７２は、プリペイドカード対応の球貸装置のカードユニットを操作するものであり、ベー
ス部材１１２と、当該ベース部材１１２に搭載されたカードユニット操作基板１１３とを
備えている。カードユニット操作基板１１３には、球貸スイッチ１１５と、返却スイッチ
１１６と、７セグメントＬＥＤよりなる３桁表示の度数表示部１１９とが設けられている
。さらに、球貸スイッチ１１５を操作するための球貸ボタン１１７と、返却スイッチ１１
６を操作するための返却ボタン１１８とが、操作面１１１側に載置されている。
【００８１】
　遊技ホールにおいて球使用式回胴遊技機１の側方に配置される球貸装置に紙幣やカード
等を投入した状態でカードユニット操作装置７２が操作されると、その操作に応じて遊技
球の貸出しが行われる。球貸ボタン１１７はカード等（記録媒体）に記録された情報に基
づいて貸出球（貸球）を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限
りにおいて貸出球が上皿７１に供給される。返却ボタン１１８はカードユニットに挿入さ
れたカード等の返却を求める際に操作されるものである。度数表示部１１９はカード等の
残額情報を表示するものである。なお、プリペイドカード非対応の球貸装置等からカード
ユニットを介さずに上皿７１へ遊技球が直接貸出される遊技機、いわゆる現金機ではカー
ドユニット操作装置７２が不要となる。この場合、操作面１１１（又は上カバー１４１）
部分に装飾シール等が貼付される。つまり、本実施形態における球使用式回胴遊技機１は
、プリペイドカード対応又は非対応の球貸装置どちらにも対応するように構成されている
。
【００８２】
　収容凹部１１０にはボス１２３が設けられており、当該ボス１２３に対しベース部材１
１２がネジ等の締結具により固定される。
【００８３】
　操作面１１１には、度数表示部１１９に対応した表示部用開口部１３１、球貸ボタン１
１７に対応したボタン孔１３２、返却ボタン１１８に対応したボタン孔１３３が、それぞ
れ収容凹部１１０に貫通するように設けられている。そして、球貸ボタン１１７及び返却
ボタン１１８から垂下した図示しない軸部がボタン孔１３２，１３３を介して各スイッチ
１１５，１１６に当接している。これにより各スイッチ１１５，１１６が操作される。
【００８４】
　また、操作面１１１側には、その上面を覆う下カバー１４０と、当該下カバー１４０の
上面を覆う上カバー１４１とが取付けられている。
【００８５】
　下カバー１４０の前側及び後側にはそれぞれ一対の係止爪１４３，１４４が設けられて
おり、この係止爪１４３，１４４を上皿７１に係止することにより下カバー１４０が固定
される。
【００８６】
　上カバー１４１は、下カバー１４０の上側から、前側に設けられた一対の係止爪１４５
を皿体７１に係止するとともに、後側をネジ等により固定することにより、上皿７１に対
し固定される。
【００８７】
　下カバー１４０は、内部を視認困難とするよう着色の施された半透明の合成樹脂材料に
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より形成されている。但し、度数表示部１１９に対応する部分は透視可能に構成されてい
る。また、球貸ボタン１１７及び返却ボタン１１８に対応した位置にはボタン孔１５１，
１５２が設けられている。
【００８８】
　上カバー１４１は、無色透明の合成樹脂材料により形成されており、下カバー１４０の
表面に記載される各種情報（例えば「球貸」等の文字）を視認可能となっている。さらに
、上下カバー１４０，１４１を透かして度数表示部１１９を視認可能となる。また、球貸
ボタン１１７及び返却ボタン１１８に対応した位置にはボタン孔１５３，１５４が設けら
れている。従って、下カバー１４０のボタン孔１５１，１５２、及び、上カバー１４１の
ボタン孔１５３，１５４を介して、球貸ボタン１１７及び返却ボタン１１８が操作可能な
ように露出した状態となる。
【００８９】
　また、上カバー１４１の上面は、前側が前方に向けて下方へ傾斜し、後側が後方に向け
て下方へ傾斜した構成となっており、遊技球を停留させない構成となっている。
【００９０】
　次にカードユニット操作装置７２の下側に取付けられる球返却機構７３について詳しく
説明する。球返却機構７３は取込装置３００の返却シャッタ３４１を駆動させ、上皿７１
に貯留されている遊技球を後述する下皿２５３へ排出させるために操作されるものである
。
【００９１】
　球返却機構７３は、各部材の取付台となるベースカバー１６０と、当該ベースカバー１
６０の上面側に回動自在に軸支された第１回動部材１６１と、当該第１回動部材１６１よ
り後方位置において回動自在に軸支された第２回動部材１６２と、第１回動部材１６１の
前方位置に設けられた返却操作手段としての返却レバー１６３とを備えている（図１３参
照）。ベースカバー１６０は、上記カードユニット操作装置７２のベース部材１１２の裏
面に設けられたボス１６５に対しネジ等により固定される。
【００９２】
　また、第１回動部材１６１及び第２回動部材１６２、第１回動部材１６１及び返却レバ
ー１６３は、それぞれ連動可能に係合されている。そして、返却レバー１６３の左右方向
の動きに連動して第１回動部材１６１が回動し、第１回動部材１６１の回動に連動して第
２回動部材１６２が回動する。なお、第１回動部材１６１の前片部と前記ボス１６５との
間にはコイルばね１８０が掛けられており、通常時には返却レバー１６３が右側に付勢さ
れている。
【００９３】
　また、上記上皿構成部３２の膨出部６０の右下部には返却レバー１６３に対応して開口
部１８１が設けられており、返却レバー１６３が遊技者により操作可能なように球使用式
回胴遊技機１前面側に露出している。
【００９４】
　そして、遊技者が上皿７１に貯留されている遊技球を取り出そうとした場合には、コイ
ルばね１８０の付勢力に抗して返却レバー１６３を左方へスライドさせる。これに連動し
て、第１回動部材１６１が、球返却機構７３の上方から見て時計回りに回動するとともに
、第２回動部材１６２が反時計回りに回動する。この結果、第２回動部材１６２の右片部
により取込装置３００の返却シャッタ３４１が操作され、上皿７１内の遊技球が下皿２５
３へ排出される。返却シャッタ３４１の動作態様の詳細については後述する。
【００９５】
　次に上皿７１の裏面側に取付けられた球止め機構７４について説明する。球止め機構７
４は、取込口８３近傍の整流部８５裏面側に取付けられており、当該球止め機構７４の内
部機構を下側から覆うベースカバー１８５と、上皿７１の裏面に略当接した状態で左右方
向にスライド自在に設けられたスライドベース１８６と、当該スライドベース１８６を操
作する操作レバー１８７とを備えている。ベースカバー１８５は上皿７１の裏面に対しネ
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ジ等により固定される。
【００９６】
　また、球使用式回胴遊技機１の背面側から見て左側にあたる、スライドベース１８６の
取込口８３側には３つの突出部２０５が設けられている。各突出部２０５は、上記整流部
８５の裏面側において３条の整流球通路８７に沿って形成された図示しない溝部に嵌め込
まれており、スライドベース１８６のスライド動作に伴って突出部２０５が取込口８３内
外に出没可能となっている。
【００９７】
　通常時、スライドベース１８６は、球使用式回胴遊技機１の背面側から見て右側によっ
ており、突出部２０５が取込口８３から没した状態となっている。この状態から、操作レ
バー１８７を球使用式回胴遊技機１の背面側から見て時計回りに回動させることにより、
スライドベース１８６が取込口８３側へスライドし、突出部２０５が取込口８３内に突出
した状態となる。この状態では、突出部２０５と後述する箱体２１２の底壁部２３１との
間隔が遊技球の通過不能な間隔となり、遊技球が取込口８３から落下不能となる。
【００９８】
　球止め解除する際には、操作レバー１８７を球使用式回胴遊技機１の背面側から見て反
時計回りに回動させる。これにより、スライドベース１８６が右方へスライドし、突出部
２０５が取込口８３から没した状態となる。これにより遊技球が取込口８３へ落下可能と
なる。
【００９９】
　次に上皿７１に組付けられる天井カバー７６について説明する。天井カバー７６は、上
皿７１と装飾枠１１との間に隙間を生じさせないために設けられたものであり、透視パネ
ル３７の位置より後側部分、すなわち上皿７１の前後方向略中央部より後側部分の天井部
分を覆うように設けられている。
【０１００】
　天井カバー７６は、上皿７１の奥壁部８０に沿って左右方向略全域に設けられるととも
に後方へ向け下方に傾斜した天板体２１０と、当該天板体２１０の左右両側部から下方へ
垂設された側壁部２１１と、天板体２１０とは別体で設けられ、当該天板体２１０に組付
けられる箱体２１２とからなる。天板体２１０の後縁部及び側壁部２１１が、上皿７１の
奥壁部８０及び左右側壁部７１ａ，７１ｂに対しそれぞれネジ等により固定されることに
より、天井カバー７６が上皿７１に対し固定される。
【０１０１】
　また、天板体２１０は、その前縁部が装飾枠１１の背面側にネジ等により固定される。
天板体２１０の前縁部には前方へ突出したリブ２１６が設けられており、天板体２１０の
前縁部が固定される際には、このリブ２１６が装飾枠１１の背面側に設けられた図示しな
い溝部に係合された状態となる。これにより、天板体２１０と装飾枠１１との隙間から球
使用式回胴遊技機１内部へ針金等を侵入させ、内部機器を操作するといった不正行為の防
止が図られている。
【０１０２】
　天板体２１０の右端部近傍には、上記整流球通路８７及び取込口８３に対応してその上
方位置に開口部２１７が設けられており、この開口部２１７の上方から上記箱体２１２が
嵌め込まれている。
【０１０３】
　箱体２１２は、上方に開口した略箱状をなし、その開口部の周縁形状が前記天板体２１
０の開口部２１７の周縁形状と略同一形状となっている。また、箱体２１２の開口周縁部
にはフランジ２１８が形成されており、これが天板体２１０の開口部２１７周縁に形成さ
れた段差部に係合することにより、箱体２１２が天板体２１０に対し位置決めされた状態
で組付けられる。そして、メインユニット４が上方位置に配置された際には、当該メイン
ユニット４により上方への移動が規制される。換言すれば、メインユニット４が上方位置
より移動した場合には、箱体２１２の上方への規制がなくなるため、前扉３の背面側から
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箱体２１２を容易に取外すことができる。これにより、整流球通路８７や、取込口８３の
下方に位置する取込装置３００等の清掃作業や点検、修理等を行うことができ、メンテナ
ンス性の向上が図られる。
【０１０４】
　箱体２１２の組付け状態において、その底壁部２３１は取込装置３００（停留傾斜部３
０８）や整流球通路８７の天井部を構成する（図１６参照）。これにより、後述するよう
に上記整流球通路８７により案内される遊技球を一列で通過させ、取込装置３００内へと
通じる球通路が形成される。
【０１０５】
　また、箱体２１２により、上皿７１内を流れる遊技球は最終的には上下に積み重なるこ
となく下流側の整流球通路８７へ流下していく。従って、整流部８５に多量の遊技球が流
れ込んできたとしても、遊技球の噛み込みが抑制され、取込口８３近傍における球詰まり
が解消されるようになっている。
【０１０６】
　さて、一般的に、遊技ホールでは球使用式回胴遊技機１の左側に球貸装置が設けられて
おり、プリペイドカード対応の球貸装置の場合、上述したように紙幣やカード等を投入し
た状態でカードユニット操作装置７２が操作されると、その操作に応じて遊技球の貸出が
行われる。実際には球貸装置に設けられたノズルを介して遊技球が球使用式回胴遊技機１
（上皿７１）に供給される。このノズルは、通常、回動可能かつ上方に跳ね上げ可能に構
成されている。そこで、本実施形態では、ノズルが上皿７１に向いた球供給位置（貯留部
８４上方）にある場合に、このノズルと、装飾枠１１とが干渉しない構成を採用している
。具体的には、装飾枠１１における上皿構成部３２より上方でかつ透視パネル３７の側方
にあたるノズル対応箇所に、切欠き状の凹部２５０を設けている。
【０１０７】
　次に下皿構成部３３について図１等を参照して詳しく説明する。装飾枠１１の下部には
前方へ膨出した膨出部２５２が設けられており、当該膨出部２５２に遊技球を貯留するた
めの下皿２５３が取付けられている。また、下皿構成部３３（下皿２５３）の奥壁部２５
４の中央部には下部スピーカ５１用のスピーカ開口部２５５が設けられており、このスピ
ーカ開口部２５５に装飾枠１１の背面側から上記下部スピーカカバー５２が取付けられて
いる（図８等参照）。また、球使用式回胴遊技機１の正面から見て、スピーカ開口部２５
５の右方には排出口２５７が形成されている。
【０１０８】
　また、下皿構成部３３（下皿２５３及び膨出部２５２）には球抜き孔２６０が形成され
ている。この球抜き孔２６０は、通常、膨出部２５２の内部においてスライド自在に設け
られた開閉弁２６１により閉塞されている。そして、膨出部２５２の前面に設けられた球
抜きレバー２６２を操作してスライドした場合に、球抜き孔２６０が開放され、下皿２５
３に貯留されていた遊技球が球抜き孔２６０から下方へ排出される。
【０１０９】
　次に装飾枠１１に設けられた各種操作手段について詳しく説明する。
【０１１０】
　上皿構成部３２の膨出部６０の前面左側には後述する各リール５１１～５１３を回転開
始させるための始動操作手段としてのスタートレバースイッチ２６８が設けられている。
【０１１１】
　スタートレバースイッチ２６８は、膨出部６０の前面側に突出したスタートレバー２６
８ａと、当該スタートレバー２６８ａの操作を検出する検出スイッチを搭載し膨出部６０
の背面側に取付けられるスイッチ基板２６８ｂとからなる。
【０１１２】
　スタートレバースイッチ２６８の右方には、回転中の各リール５１１，５１２，５１３
を個別に停止させるための停止操作手段としてのストップボタンスイッチ２７１，２７２
，２７３が設けられている。各ストップボタンスイッチ２７１～２７３は、それぞれ停止
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対象となるリール５１１～５１３の下方に位置している。各ストップボタンスイッチ２７
１～２７３は、左リール５１１が回転を開始してから所定時間が経過すると停止させるこ
とが可能な状態となり、かかる状態中には各ボタン内に設けられた図示しないＬＥＤが点
灯表示されることによって停止操作が可能であることが報知され、回転が停止すると消灯
されるようになっている。
【０１１３】
　ストップボタンスイッチ２７１，２７２，２７３は、膨出部６０の前面側に露出したス
トップボタン２７１ａ，２７２ａ，２７３ａと、当該ストップボタン２７１ａ～２７３ａ
の押圧操作を個別に検出する検出センサを搭載し膨出部６０の背面側に取付けられる図示
しないスイッチ基板とからなる。
【０１１４】
　この他、操作手段としては、遊技球を投入するため（ベット操作を行うための）の入力
手段を構成するボタン状の各種ベットスイッチが設けられている。各ベットスイッチは、
共に遊技媒体（又は記憶遊技媒体）たる遊技球を必要数分だけ投入するためのものである
。本実施の形態では、１ベットスイッチ２７４と上述したマックスベットスイッチ７５と
が設けられている。
【０１１５】
　１ベットスイッチ２７４は上記透視パネル３７の左方位置に設けられており、マックス
ベットスイッチ７５は、上述したように上皿ユニット７０の手前やや左側で、スタートレ
バースイッチ２６８の上方やや右側に位置している。
【０１１６】
　１ベットスイッチ２７４は、取付部２７５の前面側に露出した１ベットボタン２７４ａ
と、当該１ベットボタン２７４ａの押圧操作を検出する検出センサを搭載し取付部２７５
の背面側に取付けられるスイッチ基板２７４ｂとからなる。
【０１１７】
　１ベットスイッチ２７４に関しては、１回押圧操作される毎に、５個の遊技球が投入さ
れるよう設定されている。より詳しくは、１ベットスイッチ２７４の１回の押圧操作で、
上皿７１の遊技球が「５個」ずつ取り込まれる。
【０１１８】
　マックスベットスイッチ７５は、前記１ベットスイッチ２７４の複数回（３回）の押圧
操作を省略することができるよう設けられているものであって、１回押圧操作される毎に
、１５個（３ベット分）の遊技球が取り込まれるよう設定されている。より詳しくは、マ
ックスベットスイッチ７５の１回の押圧操作で、上皿７１の遊技球が「１５個」ずつ取り
込まれる。本実施形態における遊技球の取込みは取込装置３００によって行われる。但し
、特別遊技状態であるビッグボーナスゲーム中にあっては、マックスベットスイッチ７５
の１回の押圧操作により５個分（１ベット分）の遊技球が取り込まれるようになっている
。
【０１１９】
　また、本実施形態では、後述する５ラインが有効化された（１５個の遊技球が投入され
た）時点で最大ベット（３ベット）状態となる。つまり、１ベットスイッチ２７４の３回
の押圧操作或いはマックスベットスイッチ７５の１回の押圧操作がなされた時点で、それ
以上の投入は行われないようになっている。従って、本実施形態では最大ベット（３ベッ
ト）状態となった上で、さらにベットスイッチ２７４，７５が押圧操作された場合には、
該操作が無効化される構成となっている。
【０１２０】
　さて、１ベットスイッチ２７４の配置位置とは反対側にあたる上記透視パネル３７の右
方位置には第１演出スイッチ２７７と第２演出スイッチ２７８が設けられている。
【０１２１】
　第１演出スイッチ２７７は、取付部２７９の前面側に露出した第１演出ボタン２７７ａ
と、当該第１演出ボタン２７７ａの押圧操作を検出する検出センサを搭載し取付部２７９
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の背面側に取付けられる図示しないスイッチ基板とからなる。また、第２演出スイッチ２
７８は、取付部２７９の前面側に露出した第２演出ボタン２７８ａと、当該第２演出ボタ
ン２７８ａの押圧操作を検出する検出センサを搭載し取付部２７９の背面側に取付けられ
る図示しないスイッチ基板とからなる。
【０１２２】
　第１演出スイッチ２７７及び第２演出スイッチ２７８は、液晶表示装置５０１等の演出
形式を変更するために操作されるスイッチである。これにより、遊技者は自身の好みに応
じた形式の演出を実行することができる。
【０１２３】
　次に、前扉３の背面構成について説明する。図７等に示すように、ベース枠１０は、上
辺部１０ａ、下辺部１０ｂ、左辺部１０ｃ及び右辺部１０ｄからなる枠体形状をなし、そ
のほぼ中央部には略矩形状の窓孔２８１が形成され、その下部には下辺部１０ｂに沿って
左右方向略全域に下部スピーカ５１や取込装置３００等を取付けるための取付台部２８２
が形成されている。
【０１２４】
　窓孔２８１は、ほぼ装飾枠１１の窓孔３０、透視パネル３７、及び上皿構成部３２（膨
出部６０）に対応する範囲、すなわち下皿構成部３３を除く範囲に設けられている。一方
、取付台部２８２は、ほぼ装飾枠１１の下皿構成部３３に対応する範囲に設けられている
。
【０１２５】
　取付台部２８２の背面側には、図６に示すように上記上皿７１の取込口８３の下方位置
において取込装置３００が取付けられている。取込装置３００は、図８に示すように取付
台部２８２の背面側に形成された収容凹部２８３に取付けられている。
【０１２６】
　取込装置３００は、遊技者による遊技球の投入操作が行われた場合に、遊技球を所定個
数ずつ取り込む装置である。そして、この取込装置３００により、所定個分の遊技球が取
り込まれる毎にその都度の遊技（ゲーム）の開始条件が成立し、遊技開始の準備が整えら
れる。なお、取込装置３００により取り込まれた遊技球は、収容凹部２８３の下部に設け
られた排出通路２８５を介して後述する第２排出通路５８１ｄへ導かれ、球使用式回胴遊
技機１外部へ排出される。
【０１２７】
　取付台部２８２の背面側ほぼ中央には下部スピーカ５１が取付けられている。下部スピ
ーカ５１は取付台部２８２の背面側に設けられた収容部２８４に取付けられている。収容
部２８４には取付台部２８２の前面側に貫通するスピーカ用開口部２８４ａが形成されて
おり、このスピーカ用開口部２８４ａを介して下部スピーカ５１が装飾枠１１側のスピー
カカバー５２に対峙する。
【０１２８】
　ここで取込手段としての取込装置３００について詳細に説明する。図１５は取込装置３
００を背面側から見た斜視図であり、図１６は取込装置３００の内部機構を説明するため
の断面図である。
【０１２９】
　取込装置３００は、上皿体７１の３つの整流球通路８７に対応して３つの取込ユニット
３０５を備えている。取込装置３００はネジ等によりベース枠１０に対し固定される。
【０１３０】
　各取込ユニット３０５の外形をなす略箱状のハウジング３０６は、合成樹脂製の前後一
対のハウジング構成部材（前側ハウジング構成部材３０６ａ及び後側ハウジング構成部材
３０６ｂ）をネジ等の締結具により連結することにより構成されている。
【０１３１】
　各取込ユニット３０５のハウジング３０６の上部には、当該取込ユニット３０５に対応
した上記整流球通路８７に通じる停留傾斜部３０８が形成されている。停留傾斜部３０８
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は、球使用式回胴遊技機１の背面側から見て左側（図１６左側）に向けて比較的緩やかに
下方に傾斜している。開放された停留傾斜部３０８の上方位置には上記箱体２１２の底壁
部２３１が位置する（図１６参照）。これにより、上記整流球通路８７から案内される遊
技球を取込んで一列で通過させ、ハウジング３０６内へと通じる断面略矩形状かつ筒状の
球通路３０９が形成される。球通路３０９は、一般的な遊技球の直径が約１１ｍｍである
ことから、所要の隙間が出来るように各辺ともその長さが約１２ｍｍに設定されている。
【０１３２】
　球通路３０９は、ハウジング３０６内で分岐され、その一方は略鉛直方向に延びる取込
通路３１１となり、他方は停留傾斜部３０８に沿って斜め下方に延びる返却通路３１２と
なる。取込通路３１１は排出通路２８５に連通し、返却通路３１２は下皿２５３の排出口
２５７へ通じる図示しない返却中継路に連通している。従って、遊技球の取込みが行われ
る際には取込通路３１１を遊技球が通り、排出通路２８５及び後述する第２排出通路５８
１ｄを介して球使用式回胴遊技機１外部へ排出される。一方、上皿７１に貯留された遊技
球の返却を行う際には返却通路３１２を介して遊技球が下皿２５３へと排出される。なお
、通常の場合、すなわち上記球返却機構７３の返却レバー１６３が操作されていない場合
、返却通路３１２は返却シャッタ３４１により遊技球が通過不能に閉鎖されている。返却
シャッタ３４１の詳細については後述する。
【０１３３】
　次に遊技球の取込みを制御する内部機構について説明する。取込通路３１１より、球使
用式回胴遊技機１の背面側から見て右側（図１６右側）の通路外スペースには、遊技球の
取込みを制御する取込機構３１５が設けられている。
【０１３４】
　取込機構３１５は、フリッカー３１６と、ソレノイド３１７と、両者を連動させる駆動
伝達部材３１８とから構成されている。
【０１３５】
　ソレノイド３１７は、下方に向けて突出するプランジャ３２０を有している。プランジ
ャ３２０の先端部にはプランジャキャップ３２１が取着されている。また、プランジャ３
２０にはコイルばね３２２が取着されており、通常時つまりソレノイド３１７の非励磁状
態においては、コイルばね３２２の付勢力によりプランジャ３２０が下方へ押下げられて
いる。そして、ソレノイド３１７が励磁状態となると、プランジャ３２０がコイルばね３
２２に抗して上方へ引き上げられる。
【０１３６】
　フリッカー３１６は、取込通路３１１近傍において支軸３２３により回動自在に軸支さ
れている。一方、取込通路３１１の上端部近傍の通路壁３３７には開口部３３８が設けら
れている。そして、フリッカー３１６の回動に伴い、フリッカー３１６先端の爪部３１６
ａが開口部３３８を介して取込通路３１１内外へ出没する。これにより、取込通路３１１
は開放又は閉鎖され、遊技球の通過が許容又は阻止される。より詳しくは、フリッカー３
１６の爪部３１６ａが取込通路３１１内へ突出している状態においては、取込通路３１１
を遊技球が通過不能となる。この場合、返却シャッタ３４１が通路閉鎖位置にある通常時
においては、それより上流側の球通路３０９（停留傾斜部３０８）おいて遊技球が停留さ
れることとなる。一方、フリッカー３１６の爪部３１６ａが取込通路３１１外へ没してい
る状態においては、取込通路３１１を遊技球が通過可能となる。この場合、返却シャッタ
３４１が通路閉鎖位置にある通常時においては、取込通路３１１を通って遊技球が流下し
ていくこととなる。
【０１３７】
　また、フリッカー３１６の下方において、略く字形状をなす上記駆動伝達部材３１８が
支軸３２４により回動自在に軸支されている。そして、この駆動伝達部材３１８の先端部
がフリッカー３１６の下端部に係合され、駆動伝達部材３１８の動きに連動してフリッカ
ー３１６が回動可能となる。
【０１３８】
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　また、駆動伝達部材３１８の下後端には上記プランジャキャップ３２１が係合され、プ
ランジャ３２０の上下動に連動して、駆動伝達部材３１８、ひいてはフリッカー３１６が
回動することとなる。
【０１３９】
　また、取込通路３１１には、フリッカー３１６の爪部３１６ａが突出する位置のすぐ下
流側に第１カウントセンサ３２８が設置され、下流側端部において第２カウントセンサ３
２９が設置されている。これらカウントセンサ３２８，３２９は、取込機構３１５による
取込通路３１１の開放時において当該取込通路３１１を通過する遊技球を検知するもので
ある。これにより、遊技の開始条件である所定個数の遊技球の取込みが検知できる。
【０１４０】
　第１カウントセンサ３２８は、上下一対の検知部３２８ａ，３２８ｂを有している。各
検知部３２８ａ，３２８ｂは、発光素子及び受光素子を備えたフォトセンサにて構成され
ており、取込通路３１１を挟んで例えば前側に発光素子が、後側に受光素子が配設されて
いる。また、各検知部３２８ａ，３２８ｂは、取込通路３１１の中心線よりも側方にずれ
た位置に設けられるとともに、１つの遊技球を同時に検出可能な上下間隔に配置されてい
る。
【０１４１】
　また、各検知部３２８ａ，３２８ｂの発光素子及び受光素子は、前側ハウジング構成部
材３０６ａ及び後側ハウジング構成部材３０６ｂの通路壁に設けられた透孔３３０ａ，３
３０ｂを通じて発光又は受光して、遊技球の通過を検知する。
【０１４２】
　また、第２カウントセンサ３２９は近接センサであり、遊技球が孔部３２９ａを通過す
ることにより遊技球の通過を検知する。本実施形態では、第１カウントセンサ３２８の検
出結果と、第２カウントセンサ３２９の検出結果に基づき、第１カウントセンサ３２８に
より遊技球の通過が検知されたにも関わらず、第２カウントセンサ３２９によって、遊技
球が検知できない場合等は、取込通路３１１内において球詰まりなどの不具合や不正行為
が発生したと判別される。
【０１４３】
　また、３つの取込ユニット３０５の側方には、当該３つの取込ユニット３０５に跨って
１つの取込中継基板３３５と、当該取込中継基板３３５を覆う１つの基板カバー３３６と
が取付けられている。取込中継基板３３５は、各取込ユニット３０５のソレノイド３１７
やカウントセンサ３２８，３２９等と、後述する主制御装置５２０との電気的接続を中継
する基板である。
【０１４４】
　次に返却通路３１２を開閉する開閉機構について説明する。各取込ユニット３０５の返
却通路３１２の通路前後壁には貫通孔３４０が形成されている。この貫通孔３４０には、
３つの取込ユニット３０５を貫くように返却シャッタ３４１が挿し込まれている。
【０１４５】
　貫通孔３４０は、取込通路３１１との分岐部分近傍において設けられており、当該貫通
孔３４０に挿し込まれた返却シャッタ３４１は、通常時すなわち上記球返却機構７３の返
却レバー１６３が操作されていない場合においては取込通路３１１の通路壁として機能す
る。つまり、通常時は、返却通路３１２は返却シャッタ３４１により遊技球が通過不能に
閉鎖されている。
【０１４６】
　より詳しくは、返却シャッタ３４１は、前後方向に長い略平板状をなし、遊技球が通過
可能な略矩形状の通過口３４２を各返却通路３１２に対応して３つ備えている。また、返
却シャッタ３４１の前端部には、上記球返却機構７３の第２回動部材１６２が接触する受
部３４３が設けられている。一方、返却シャッタ３４１の後端部には、コイルばね３４５
が嵌め込まれるバネ受部３４６と、その下方において図示しないシャッタセンサにより検
知される図示しないインデックス部とが設けられている。また、各通過口３４２の下方位
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置には規制爪３４４がそれぞれ突設されている。
【０１４７】
　また、取込装置３００の後部には、コイルばね３４５とシャッタセンサを収容するシャ
ッタキャップ３４８が設けられている。シャッタセンサは、発光素子及び受光素子を備え
たフォトセンサにて構成されている。
【０１４８】
　図１７（ａ）に示すように、通常時、返却シャッタ３４１は、コイルばね３４５により
バネ受部３４６が最後部の取込ユニット３０５の背面側（後側ハウジング構成部材３０６
）に付勢された状態となっており、各通過口３４２の位置が停留傾斜部３０８及び返却通
路３１２の位置より前方へずれた状態となっている。つまり、返却シャッタ３４１は、遊
技球が返却通路３１２へ流入できない通路閉鎖位置にある。この際、インデックス部は、
シャッタセンサの位置より前方に位置している。
【０１４９】
　図１７（ｂ）に示すように、上記球返却機構７３の返却レバー１６３が操作された場合
には、第２回動部材１６２に押されることにより、返却シャッタ３４１はコイルばね３４
５に抗して後方へスライドする。これにより、返却シャッタ３４１は、遊技球が返却通路
３１２へ流入可能な通路開放位置をとる。この状態では、各通過口３４２の位置が停留傾
斜部３０８及び返却通路３１２の位置と一致する。そして、規制爪３４４により取込通路
３１１への遊技球の落下が規制されるため、遊技球は返却通路３１２へと流れていく。こ
れにより、上皿７１内の遊技球が返却通路３１２を介して下皿２５３へ排出されることと
なる。この際、シャッタセンサによってインデックス部が検知されることにより、球返却
機構７３の操作がなされたことが検知される。この検知がなされている間、取込装置３０
０による取込みは停止される。また、取込装置３００によって既に取り込まれ遊技球が存
在する場合には、インデックス部が検知されることによって、取込球数分の遊技球が払出
機構部５６５より上皿７１へ返却される。
【０１５０】
　また、球返却機構７３の返却レバー１６３の操作を止めることにより、コイルばね３４
５の付勢力によって返却シャッタ３４１は通路閉鎖位置へ復帰する。
【０１５１】
　次に球使用式回胴遊技機１の背面構成について詳しく説明する。ベース枠１０の背面に
は各種制御基板や払出機構等がメインユニット４及び裏機構ユニット５としてまとめられ
た状態で取付けられている。
【０１５２】
　メインユニット４は、リールユニット、主制御装置、サブ制御装置などを１ユニットと
したものである。また、裏機構ユニット５は、払出制御装置、電源装置、払出機構などを
１ユニットとしたものである。
【０１５３】
　ここで、まずメインユニット４について詳しく説明する。図１８はメインユニット４の
正面側の斜視図であり、図１９はメインユニット４の背面側の斜視図である。
【０１５４】
　メインユニット４は、合成樹脂材料よりなる遊技パネルベース５００を備えている。遊
技パネルベース５００は、その前面側ほぼ全域が前扉３の窓孔３０（ガラス板３４）を介
して視認可能となる。
【０１５５】
　遊技パネルベース５００には、その上部に液晶表示装置５０１、ほぼ中央部に可変表示
手段としてのリールユニット５０２、下部に情報表示装置５０３が取付けられている。
【０１５６】
　液晶表示装置５０１は、取付台５０４に搭載された状態で遊技パネルベース５００の背
面側にネジ等により固定される。この液晶表示装置５０１が取付けられる遊技パネルベー
ス５００の上部には、液晶表示装置５０１に対応した略矩形状の開口部５０５が形成され
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ており、液晶表示装置５０１の表示部５０１ａが前面側に露出している。つまり、液晶表
示装置５０１の表示部５０１ａが前面側から視認可能となっている。
【０１５７】
　リールユニット５０２は、遊技パネルベース５００の背面側にネジ等により固定される
。リールユニット５０２は、略箱状をなす金属フレーム５０７内に円筒状の左リール５１
１，中リール５１２，右リール５１３を備えている。
【０１５８】
　各リール５１１～５１３は、その中心軸線が当該リールの回転軸線となるように回転可
能に支持されている。各リール５１１～５１３の回転軸線は略水平方向に延びる同一軸線
上に配設されている。
【０１５９】
　このリールユニット５０２が取付けられる遊技パネルベース５００の略中央部には、リ
ール５１１～５１３に対応した略矩形状の開口部５１５が形成されており、各リール５１
１～５１３の表面の一部が開口部５１５を介して視認可能な状態となっている。
【０１６０】
　リール５１１～５１３が正回転すると、開口部５１５を介してリール５１１～５１３の
表面が上から下へ向かって動いているように視認される。
【０１６１】
　これら各リール５１１～５１３は、それぞれが駆動手段としての図示しないステッピン
グモータに連結されており、各ステッピングモータの駆動により各リール５１１～５１３
が個別に回転駆動する構成となっている。また、各リール５１１～５１３の回転位置を個
別に検出する図示しない回転位置検出センサが設けられており、その検出結果に基づき各
リール５１１～５１３の回転制御が行われる。
【０１６２】
　各リール５１１～５１３の外表面には、それぞれ識別情報としての図柄（シンボル）が
多数付されている。これらの図柄のうち、開口部５１５を介して視認可能な図柄数は、主
として開口部５１５の上下方向の長さによって決定される所定数に限られている。本実施
の形態では、各リール５１１～５１３毎に３個ずつの図柄が視認可能となるよう開口部５
１５の上下方向の長さが設定されている。また、各リール５１１～５１３の内側には、開
口部５１５を介して視認可能な図柄を後方より照明するための図示しないバックライトが
配置されている。
【０１６３】
　リール５１１～５１３に付される図柄としては、例えば（１）ビッグボーナスゲームに
移行するためのビッグボーナス図柄としての「７」図柄及び「ＢＡＲ」図柄、（２）リプ
レイゲームに移行するための「リプレイ図柄」、（３）小役の払出が行われる小役図柄と
しての「スイカ」図柄、「ベル」図柄、「チェリー」図柄がある。本実施形態におけるリ
ール５１１～５１３にはそれぞれ２１個の図柄が一列に設けられている。但し、各リール
５１１～５１３ではそれぞれ同一図柄の数や配置順序が相違している。
【０１６４】
　本実施形態では、例えば各リール５１１～５１３を結ぶようにして、横方向に平行とな
るように３本、斜め方向にたすき掛けとなるように２本、計５本の有効ラインが設定され
ている。すなわち、有効ラインとして、上・中・下の横ライン（上ライン、中央ライン、
下ライン）と、一対の斜めライン（右上がりライン、右下がりライン）とが設定されてい
る。上記各種ゲームや小役等の遊技価値の付与に関わる図柄が本実施形態における特定識
別情報を構成する。例えば後述する「７」図柄は、特別遊技状態としてのビッグボーナス
ゲームの付与に関わる特定識別情報を構成する。また、各種図柄が停止する各種有効ライ
ンが本実施形態における所定領域を構成する。
【０１６５】
　これら各組合せラインに対応して、開口部５１５の正面から見て左側には有効ライン表
示部５１６，５１７，５１８が設けられている。第１有効ライン表示部５１６は組合せラ
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インのうち中央の横ライン（中央ライン）が有効化された場合に点灯等によって表示報知
される。第２有効ライン表示部５１７は組合せラインのうち上下の横ライン（上ライン及
び下ライン）が有効化された場合に点灯等によって表示報知される。第３有効ライン表示
部５１８は組合せラインのうち一対の斜めライン（右下がりライン及び右上がりライン）
が有効化された場合に点灯等によって表示報知される。そして、有効化された組合せライ
ン、すなわち有効ライン上に図柄が特定の組合せで停止した場合に入賞となり、予め定め
られた球払出処理や特定遊技への移行処理などが実行される。なお、本実施形態では、各
有効ラインは、上記バックライトが上記各ラインに沿って点灯することにより示される。
【０１６６】
　本実施形態において、ビッグボーナス図柄の組合せである「７」図柄や「ＢＡＲ」図柄
が有効ライン上に左・中・右と揃った場合には、ビッグボーナスゲームに突入する。また
、「リプレイ」図柄が有効ライン上に左・中・右と揃った場合には、遊技球の払出しは行
われずリプレイゲームに突入する。
【０１６７】
　更に、小役図柄に関し、「スイカ」図柄が有効ライン上に左・中・右と揃った場合には
７５個の遊技球の払出しが行われ、「ベル」図柄が有効ライン上に左・中・右と揃った場
合には４０個の遊技球の払出しが行われる。また、左リール５１１の「チェリー」図柄が
有効ライン上に停止した場合には１０個の遊技球の払出しが行われる。
【０１６８】
　また、遊技パネルベース５００の背面側に遊技に関する各種の制御を統括的に管理する
主制御装置５２０と、当該主制御装置５２０に対して従属的に動作するサブ制御装置５２
１とが設置されている。
【０１６９】
　ここで主制御装置５２０及びサブ制御装置５２１について詳しく説明する。主制御装置
５２０は、リールユニット５０２の右側方に固定される取付台５２２に搭載され、サブ制
御装置５２１はリールユニット５０２の上部に固定される取付台５２３に搭載されている
。主制御装置５２０は縦長の向きに配置されると共に、サブ制御装置５２１は前後方向に
やや傾いた状態で横長の向きに配置されている。
【０１７０】
　主制御装置５２０は、主たる制御を司るＣＰＵ、遊技プログラムを記憶したＲＯＭ、遊
技の進行に応じた必要なデータを記憶するＲＡＭ、各種機器との連絡をとるポート、各種
抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロック
パルス発生回路等を含む主基板を具備しており、この主基板が透明樹脂材料等よりなる基
板ボックス５２６に収容（被包）されて構成されている。
【０１７１】
　基板ボックス５２６は、封印ユニット５２７によって開封不能に封印されている。但し
、主基板５２５には各ケーブルコネクタのコネクタを接続するための端子部が設けられて
おり、該端子部は、基板ボックス５２６から露出状態となっている。かかる端子部の露出
は、他の基板及び基板ボックスについても同様である。
【０１７２】
　また、サブ制御装置５２１は、主制御装置５２０からの指示に従い各種演出制御を司る
ＣＰＵや、各種プログラムを記憶したＲＯＭ、遊技の進行に応じた必要なデータを記憶す
るＲＡＭ、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間
計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等を含むサブ基板を具備
しており、このサブ基板についても当該サブ基板に対応する基板ボックス５３１に収容さ
れて構成されている。
【０１７３】
　また、遊技パネルベース５００の前面側右下部にはカウント表示部５３３及びベット数
表示部５３４が設けられている。
【０１７４】
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　カウント表示部５３３は、３桁或いは２桁の７セグメント表示器によって構成されてお
り、遊技球の投入個数、入賞により獲得した遊技球の個数（獲得賞球数）等が表示される
。
【０１７５】
　ベット数表示部５３４は、複数のＬＥＤランプにより構成され、ベット数に対応したＬ
ＥＤランプが点灯する。例えば、中央ラインのみが有効化された場合には、１ベットに対
応するＬＥＤランプが点灯する。
【０１７６】
　次に遊技パネルベース５００の下部に設けられた情報表示装置５０３について説明する
。情報表示装置５０３は、遊技パネルベース５００の下辺部に沿って左右方向略全域に設
けられた略平板状の情報表示パネル５３８を備えるとともに、当該情報表示パネル５３８
を背面側より照らす図示しない冷陰極管（蛍光灯）と、当該冷陰極管を点灯させるための
インバータユニットとを備えている。本実施形態における情報表示パネル５３８は透明樹
脂材料により構成されている。
【０１７７】
　情報表示パネル５３８の前面側には、遊技説明や入賞に係る図柄の組合せ等を記した情
報シール、球使用式回胴遊技機１の型式名を記したシール、製造番号及び製造業者名を記
した証紙などが貼付けられる。
【０１７８】
　そして、前扉３に対しメインユニット４が相対向して配置された状態では、情報表示パ
ネル５３８は上記透視パネル３７の後方位置に配置されるようになっており、球使用式回
胴遊技機１の前面側から透視パネル３７を介して、情報表示パネル５３８に貼付けられた
各種情報が視認可能となる。また、前扉３に対しメインユニット４が相対向して配置され
た状態では、上記上皿ユニット７０の天井カバー７６（天板体２１０及び箱体２１２）が
情報表示装置５０３の下方に位置する。
【０１７９】
　また、遊技パネルベース５００の背面側右上コーナー部には、ホールコンピュータなど
に情報を送信する外部中継端子板５４７が取着されている。便宜上、図示は省略するが、
外部中継端子板５４７には、各種ケーブルコネクタが接続される外部接続端子（後述する
開放信号出力端子９６１等）が設けられている。また、裏機構ユニット５の背面側右上コ
ーナー部には、外部中継端子板５４７に対応して孔部５４８が形成されている。そして、
当該孔部５４８を介して、外部中継端子板５４７に接続されたケーブルコネクタが外部に
引き出されている。
【０１８０】
　次に裏機構ユニット５について詳細に説明する。図２０は裏機構ユニット５の背面側の
斜視図であり、図２１は裏機構ユニット５の正面側の斜視図であり、図２２は裏機構ユニ
ット５の背面図であり、図２３は後述する払出制御装置５５５等を取外した状態の背面図
である。
【０１８１】
　裏機構ユニット５は合成樹脂材料により略矩形状に一体成形された樹脂ベース５５０を
有している。樹脂ベース５５０は、その略矩形状の外形が上記ベース枠１０の外形と略同
一形状となっている。
【０１８２】
　樹脂ベース５５０のほぼ中央部には、背面側に膨出し前面側が開口した略箱型の保護カ
バー部５５１が設けられている。保護カバー部５５１は、メインユニット４に対応して設
けられており、メインユニット４のほぼ全域を囲む大きさを有している。
【０１８３】
　また、保護カバー部５５１の下方には、下辺部に沿って左右方向略全域に取付台部５５
２が形成されている。この取付台部５５２の背面側には払出制御装置５５５、電源装置５
５６及びカードユニット接続基板５５７が横並びの状態で搭載されている。
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【０１８４】
　払出制御装置５５５及び電源装置５５６は制御の中枢をなすＣＰＵや、その他ＲＯＭ、
ＲＡＭ、各種ポート等を含む制御基板を具備しており、払出制御装置５５５の払出制御基
板により、賞品球（賞球）や貸出球（貸球）の払出しが制御される。また、電源装置５５
６の電源基板により、各種制御装置等で要する所定の電源電圧が生成され出力される。カ
ードユニット接続基板５５７は、球使用式回胴遊技機１前面のカードユニット操作装置７
２及び図示しない球貸装置（カードユニット）に電気的に接続され、遊技者による球貸し
操作の指令を取り込んでそれを払出制御装置５５５に出力する中継基板である。なお、カ
ードユニット操作装置７２及びカードユニットを介さずに球貸装置等から上皿７１に遊技
球が直接貸出される遊技機（現金機）では、カードユニット接続基板５５７を省略するこ
とも可能である。
【０１８５】
　上記払出制御装置５５５、電源装置５５６及びカードユニット接続基板５５７は、透明
樹脂材料等よりなる基板ボックスにそれぞれ収容されて構成されている。特に、払出制御
装置５５５では、前述した主制御装置５２０と同様、基板ボックスを構成するボックスベ
ースとボックスカバーとが封印ユニット５５５ｃによって開封不能に連結され、これによ
り基板ボックスが封印されている。
【０１８６】
　電源装置５５６は、電源スイッチ５６０、リセットスイッチ５６１や設定キー挿入部５
６２などを備えている。
【０１８７】
　電源スイッチ５６０は、主制御装置５２０を始めとする各部に電源を供給するための起
動スイッチである。
【０１８８】
　リセットスイッチ５６１は、球使用式回胴遊技機１の各種状態をリセットするためのス
イッチである。球使用式回胴遊技機１は各種データのバックアップ機能を有しており、万
一停電が発生した際でも停電時の状態を保持し、停電からの復旧（復電）の際には停電時
の状態に復帰できるようになっている。従って、例えば遊技ホールの営業が終了する場合
のように通常手順で電源を遮断すると遮断前の状態が記憶保持されるが、リセットスイッ
チ５６１を押しながら電源スイッチ５６０をオンすると、バックアップデータがリセット
されるようになっている。また、電源スイッチ５６０がオンされている状態でリセットス
イッチ５６１を押した場合には、エラー状態がリセットされる。
【０１８９】
　設定キー挿入部５６２は、ホール管理者などが出玉調整を行うためのものである。すな
わち、ホール管理者等が設定キーを設定キー挿入部５６２へ挿入して操作することにより
、球使用式回胴遊技機１の設定状態（当選確率設定処理）を「設定１」から「設定６」ま
で変更できるようになっている。本実施形態では、図２１に示すように裏機構ユニット５
の正面側からしか設定キーを挿入できないようになっている。つまり、後述するように裏
機構ユニット５を前扉３から開放しない限り設定変更が不能となっており、不正防止対策
が施されている。また、設定変更操作は、上記スタートレバースイッチ２６８により行う
ように構成されている。
【０１９０】
　また、樹脂ベース５５０には、保護カバー部５５１を迂回するようにして払出機構部５
６５が配設されている。
【０１９１】
　払出機構部５６５の最上流部となる樹脂ベース５５０の上部には、上方に開口したタン
ク５７５が設けられている。このタンク５７５には遊技ホールの島設備に設けられた遊技
球供給機構から供給される遊技球が逐次補給される。
【０１９２】
　タンク５７５の下方には、複数の球通路を有し下流側に向けて緩やかに傾斜するタンク
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レール５７６が連結され、さらにタンクレール５７６の下流側には縦向きにケースレール
５７７が連結されている。
【０１９３】
　ケースレール５７７の下流側には払出装置５７８が連設され、この払出装置５７８によ
り必要個数の遊技球の払出しが適宜行われる。払出装置５７８から払い出された遊技球は
払出樋５７９を介して遊技球分配部５８０へ導かれる。遊技球分配部５８０は樹脂ベース
５５０に一体形成されている。
【０１９４】
　また、取付台部５５２には、遊技球分配部５８０に通じる各種球通路が形成されており
、遊技球分配部５８０により振分けられた遊技球が上皿７１、下皿２５３、又は球使用式
回胴遊技機１外部の所定排出部へと導かれる。
【０１９５】
　また、タンク５７５から払出樋５７９に至るまでの払出機構部５６５は何れも導電性を
有する樹脂材料（例えば黒色の導電性ポリカーボネイト樹脂）にて成形され、その一部に
てアースされている。これにより、遊技球の帯電によるノイズの発生が抑制されるように
なっている。
【０１９６】
　ここからタンク５７５等について個々に詳しく説明していく。
【０１９７】
　タンク５７５は、前後方向よりも左右方向に長く、上方に開口した略箱状に構成されて
おり、その内部に遊技球を貯留するように構成されている。
【０１９８】
　タンク５７５の底部には、その左右一側部（本実施形態では球使用式回胴遊技機１の背
面側から見て左側）において、遊技球をタンクレール５７６へ導出するための略矩形状の
導出口５７５ａが形成されており、当該タンク５７５の底部は導出口５７５ａへ向けて下
方傾斜している。
【０１９９】
　タンクレール５７６は、上方に開口した長尺樋状をなすとともに、長手方向（左右方向
）に延びる４列の球通路５７６ａを有している。
【０２００】
　ケースレール５７７は、タンクレール５７６の４列の球通路５７６ａに対応して４列の
球通路５７７ａを備えており、これら球通路５７７ａにより、タンクレール５７６から流
下してくる遊技球を待機（停留）させ、払出装置５７８へと導く。
【０２０１】
　払出装置５７８は、前後に連結された２つの球払出ユニット６００により構成されてい
る。ここで払出装置５７８を構成する２つの球払出ユニット６００について説明する。図
２４は球払出ユニット６００の内部構成を説明するための断面図である。
【０２０２】
　各球払出ユニット６００は略直方体形状をなすハウジング６０１を有している。ハウジ
ング６０１は複数のハウジング構成部材の連結により構成されている。
【０２０３】
　ハウジング６０１内には上下両側に通じる並行した２つの球通路６０７が形成され、各
球通路６０７の側方において停留機構６０８が配設されている。なお、本実施形態では、
球通路６０７は、断面略四角形の筒状に形成されており、一般的な遊技球の直径が約１１
ｍｍであることから、所要の隙間が出来るように球通路６０７の一辺の長さは約１２ｍｍ
に設定されている。
【０２０４】
　各球通路６０７は、ハウジング６０１上面に開口した開口部６１５から緩やかに下方傾
斜した停留通路部６１７と、停留通路部６１７の下流側に連通し略鉛直方向に沿って延び
る払出通路部６１９と、当該払出通路部６１９の途中から分岐し下方傾斜した球抜き通路
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部６２１とから構成されている。そして、ハウジング６０１下面において払出通路部６１
９及び球抜き通路部４２１がそれぞれ開口している。
【０２０５】
　各球払出ユニット６００は、各球通路６０７がそれぞれ対応する上記ケースレール５７
７の球通路５７７ａと連通するように配置される。一方、各球払出ユニット６００の下部
においては、払出通路部６１９が払出樋５７９の第１導出通路５７９ａに連通し、球抜き
通路部６２１が払出樋５７９の第２導出通路５７９ｂと連通するようになっている。
【０２０６】
　各停留機構６０８は停留通路部６１７の下方、払出通路部６１９の側方（図２４の右側
）、球抜き通路部６２１の上方に形成される空間部６３１に配設されている。各停留機構
６０８はそれぞれ独立して駆動するよう構成されている。
【０２０７】
　停留機構６０８は、フリッカー６３３と、これを駆動させるソレノイド６３５と、両者
を連動させるための駆動伝達部材６３７とから構成されている。
【０２０８】
　ソレノイド６３５は、下方に向けて突出するプランジャ６４１を備えている。プランジ
ャ６４１の先端部には、プランジャ６４１と一体的に上下にスライドするプランジャキャ
ップ６４３が取着されている。なお、プランジャ６４１には図示しないコイルばねが取着
されており、通常時つまりソレノイド６３５の非励磁状態においては、プランジャ６４１
が下方へ押下げられている。そして、ソレノイド６３５が励磁状態となると、プランジャ
６４１が上方へ引き上げられる。
【０２０９】
　フリッカー６３３は、支軸６４７により払出通路部６１９近傍において回動自在に軸支
されている。フリッカー６３３は略円弧形状をなし、支軸６４７より上に位置する先端部
は先細りしている。
【０２１０】
　一方、払出通路部６１９の上端部近傍における空間部６３１側の壁部には、開口部６５
１が設けられている。そして、フリッカー６３３が回動することにより、フリッカー６３
３の先端部が開口部６５１を介して払出通路部６１９内外へ出没する。フリッカー６３３
の先端部が払出通路部６１９内へ突出している状態においては遊技球が通過不能となり、
それより上流において遊技球が停留されることとなる。
【０２１１】
　また、フリッカー６３３の下方には、略く字形状をなす上記駆動伝達部材６３７が配設
されている。駆動伝達部材６３７は、支軸６４８により回動自在に軸支されている。駆動
伝達部材６３７の先端部はフリッカー６３３の下部に係合（遊嵌）されており、駆動伝達
部材６３７の動きに連動してフリッカー６３３が回動する。
【０２１２】
　一方、駆動伝達部材６３７の下部には上記プランジャキャップ６４３の端部が差し込ま
れており、プランジャ６４１の上下動に連動して、駆動伝達部材６３７、ひいてはフリッ
カー６３３が回動することとなる。
【０２１３】
　また、ハウジング６０１の側部には、フリッカー６３３の先端部近傍において球検出セ
ンサ６６４が取着されている。球検出センサ６６４は、発光素子と受光素子とからなる透
過型フォトセンサである。ハウジング６０１には、上記球検出センサ６６４の発光素子及
び受光素子に対応して透孔６７７が設けられており、これを介して球検出センサ６６４は
投光又は受光を行う。
【０２１４】
　また、球通路６０７における払出通路部６１９と球抜き通路部６２１との分岐点には切
換え部材６７９が設けられている。より詳しくは、切換え部材６７９は、前後方向を軸心
として回動可能に設けられており、遊技球を払出通路部６１９に沿って流下させる払出通
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路開放位置と、遊技球が通過不能なように払出通路部６１９を閉じた状態とするとともに
、遊技球を球抜き通路部６２１へ導き当該球抜き通路部６２１に沿って流下させる球抜き
通路開放位置とに回動変位する。
【０２１５】
　ハウジング６０１の前面側には、切換え部材６７９の切換え操作及び上記停留機構６０
８の停留解除操作を行うための操作レバー６８８が手動操作可能に設けられている。操作
レバー６８８は前後方向を軸心として回動自在となっており、当該操作レバー６８８を回
動操作することにより、切換え部材６７９が連動して回動する。なお、球使用式回胴遊技
機１の背面側から見て、操作レバー４８８が右寄りの第１操作位置（図２４の二点鎖線で
示す位置）にある場合には、切換え部材６７９が上記払出通路開放位置に位置し、操作レ
バー６８８が左寄りの第２操作位置にある場合には、切換え部材６７９が上記球抜き通路
開放位置に位置する。
【０２１６】
　また、ハウジング６０１内には、各ソレノイド６３５（プランジャ６４１）の下方にお
いて作用伝達部材６９２が配設されている。作用伝達部材６９２は、上記操作レバー６８
８の動作に連動してプランジャ６４１を動かすための部材である。作用伝達部材６９２は
前後方向を軸心として回動可能に構成されている。そして、操作レバー６８８を回動操作
することにより、作用伝達部材６９２が回動するようになっている。より詳しくは、操作
レバー６８８を前記第１操作位置から前記第２操作位置へと回動操作し、作用伝達部材６
９２を回動させることにより、作用伝達部材６９２がプランジャ６４１を押し上げること
となる。その結果、ソレノイド６３５が励磁された場合と同様に、フリッカー６３３の先
端部が払出通路部６１９外へ没した状態となり、遊技球が流下可能な状態となる。
【０２１７】
　また、本実施形態では、２つの球払出ユニット６００の連結時において、球使用式回胴
遊技機１の背面側から見て手前側の球払出ユニット６００の操作レバー６８８と、奥側の
球払出ユニット６００の操作レバー６８８とが連結される構成となっている。これにより
、手前側の球払出ユニット６００の操作レバー６８８を回動操作することにより、奥側の
球払出ユニット６００の操作レバー６８８も回動操作されることとなる。
【０２１８】
　ここで、払出装置５７８（球払出ユニット６００）の払出動作及び球抜き動作について
説明する。
【０２１９】
　通常時、各球払出ユニット６００では遊技球の流下を規制する規制状態となっており、
フリッカー６３３の先端部が払出通路部６１９内へ突出した状態となっている。一方、切
換え部材６７９は払出通路開放位置にあり、遊技球が払出通路部６１９に沿って流下可能
な状態となっている。
【０２２０】
　そして、払出制御装置５５５からの払出指令に基づき、ソレノイド６３５が励磁される
と、プランジャ６４１が引き上げられる。これに連動してフリッカー６３３の先端部が払
出通路部６１９外へ没した状態となり、フリッカー６３３により制止されていた遊技球が
払出通路部６１９に沿って流下し、上皿７１や下皿２５３へと導かれる。また、球検出セ
ンサ６６４が所定数の遊技球を検出すると、払出制御装置５５５から停止指令が出て、再
びソレノイド６３５が非励磁状態となり、各停留機構６０８は上記通常時の状態（規制状
態）に戻る。
【０２２１】
　次に、球払出ユニット６００内に停留された遊技球の球抜き作業について説明する。球
抜き作業は、出荷時における検査終了後やエラー発生時（故障時）等に行われる。
【０２２２】
　遊技球を球抜きするためには、まず操作レバー６８８を反時計回り方向へ回動操作する
。この操作レバー６８８の動きに連動して、切換え部材６７９が球抜き通路開放位置へと
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反時計回りに回動変位するとともに、作用伝達部材６９２が時計回りに回動変位する。そ
の結果、プランジャ６４１が押し上げられる。そして、ソレノイド６３５が励磁された場
合と同様に、フリッカー６３３の先端部が払出通路部６１９外へ没した状態となると、遊
技球が流下可能な状態となる。フリッカー６３３により制止されていた遊技球は、払出通
路部６１９に沿って流下し、切換え部材６７９によって球抜き通路部６２１へ導かれ、当
該球抜き通路部６２１及び第２導出通路５７９ｂを介して第１排出通路５８１ｃへ、ひい
ては遊技ホールの島設備の所定の排出部などへと導かれる。
【０２２３】
　また、ハウジング６０１の側部には、球検出センサ６６４の下方において払出中継基板
Ｗ１が設けられている。払出中継基板Ｗ１は、球検出センサ６６４とコネクタＷ１ａを介
して電気的に接続され、ソレノイド６３５とコネクタＷ１ｂを介して電気的に接続され、
払出制御装置５５５とコネクタＷ１ｃを介して電気的に接続されている。但し、便宜上、
図面において電気配線は省略されている。これにより、球払出ユニット６００（ソレノイ
ド６３５）が払出制御装置５５５からの出力信号に基づいて駆動制御されるとともに、払
出制御装置５５５が球検出センサ６６４からの入力信号に基づいて払出個数を計数するよ
うに構成されている。
【０２２４】
　次に払出樋５７９、遊技球分配部５８０、及び取付台部５５２に形成された各種球通路
について詳しく説明する。上述したように払出樋５７９は、払出装置５７８（球払出ユニ
ット６００）の払出通路部６１９と連通する第１導出通路５７９ａと、払出装置５７８の
球抜き通路部６２１と連通する第２導出通路５７９ｂとを備えている。
【０２２５】
　一方、樹脂ベース５５０の取付台部５５２には、遊技球分配部５８０を介して、第１導
出通路５７９ａと連通する第１払出通路５８１ａ及び第２払出通路５８１ｂが設けられて
いる。第１払出通路５８１ａの他端は上皿７１の受口部８１と連通し、第２払出通路５８
１ｂの他端は、下皿２５３の排出口２５７と連通している。さらに、取付台部５５２には
、遊技球分配部５８０を介して、第２導出通路５７９ｂと連通する第１排出通路５８１ｃ
が設けられており、当該第１排出通路５８１ｃの他端は遊技ホールの島設備の所定排出部
などと連通している。これにより、球払出ユニット６００の払出通路部６１９から導出さ
れる遊技球は上皿７１や下皿２５３へと導かれ、球抜き通路部６２１から導出される遊技
球は遊技ホールの島設備の所定排出部へと導かれる。
【０２２６】
　この他、取付台部５５２には、上記取込装置３００により取り込まれた遊技球を島設備
の所定排出部などへ導くため、上記前扉３側の排出通路２８５に連通する第２排出通路５
８１ｄが設けられている。
【０２２７】
　次にメインユニット４及び裏機構ユニット５の前扉３（ベース枠１０）に対する組付構
成について詳細に説明する。これら両ユニット４，５は、ユニット単位で何ら工具等を用
いずにベース枠１０の背面側に着脱できるよう構成されるとともに、ベース枠１０の背面
に対し個別に開閉可能に構成されている。これは、メインユニット４だけを交換すること
で球使用式回胴遊技機１本体を再利用することを主たる目的としている。
【０２２８】
　図１９に示すようにメインユニット４（遊技パネルベース５００）の左側部には上下一
対の支軸５４１が設けられており、この支軸５４１を図８等に示す上下一対の支持孔部５
４２に上方から挿通させることで、メインユニット４がベース枠１０に対して開閉可能に
支持される。
【０２２９】
　図２１等に示すように裏機構ユニット５（樹脂ベース５５０）の左側部には上下一対の
支軸５４３が設けられており、この支軸５４３を図８等に示す上下一対の支持孔部５４４
に上方から挿通させることで、裏機構ユニット５がベース枠１０に対して開閉可能に支持



(30) JP 5098281 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

される。
【０２３０】
　また、メインユニット４（遊技パネルベース５００）の右側部には上下一対の係止レバ
ー５４５が設けられている。これに対し、裏機構ユニット５（樹脂ベース５５０）の右側
部には上下一対の係止片５４６が設けられている。係止レバー５４５は手動で回動操作で
きるように構成されており、この係止レバー５４５を係止片５４６へ係止させることによ
り、メインユニット４が裏機構ユニット５に係止される。この状態では両者が一体にベー
ス枠１０に対し開閉可能となる。また、係止レバー５４５を操作することにより係止解除
できる。
【０２３１】
　また、メインユニット４を裏機構ユニット５に係止させた状態では、メインユニット４
の背面側が裏機構ユニット５により覆われた状態となり、主制御装置５２０及びサブ制御
装置５２１が遊技パネルベース５００と樹脂ベース５５０とにより包まれた状態となる。
【０２３２】
　次に、前扉３の施錠機構、並びに裏機構ユニット５の施錠機構について説明する。本実
施形態では、前扉３は外枠２に対し施錠され、裏機構ユニット５は前扉３に対し施錠され
る。これら両施錠は前扉３の背面側に設けられた１つの施錠装置７５０により行われる。
図２５（ａ）は施錠装置７５０を背面外側から見た斜視図であり、図２５（ｂ）は施錠装
置７５０を背面内側から見た斜視図である。図２６（ａ）は前扉３の解錠時の施錠装置７
５０を背面外側から見た斜視図であり、図２６（ｂ）は前扉３の解錠時の施錠装置７５０
を背面内側から見た斜視図である。図２７（ａ）は裏機構ユニット５の解錠時の施錠装置
７５０を背面外側から見た斜視図であり、図２７（ｂ）は裏機構ユニット５の解錠時の施
錠装置７５０を背面内側から見た斜視図である。尚、施錠装置７５０は本実施形態におけ
る施錠手段を構成する。
【０２３３】
　施錠装置７５０は、金属材料よりなり、ベース枠１０の右辺部１０ｄに沿って取付けら
れる縦長の基枠７５１を備えている。基枠７５１は、右辺部１０ｄの背面側に取付けられ
る取付板７５２と、当該取付板７５２から後方へ突出した支持板７５３とからなり、断面
略Ｌ字状をなしている。また、本実施形態では、取付板７５２には、球使用式回胴遊技機
１の背面側から見て左側の端縁から後方に延びる折返し部７５２ａが設けられている。
【０２３４】
　尚、前扉３の閉鎖時には、外枠２の前面と前扉３の背面とが当接状態とされ、基枠７５
１と外枠２とは接触しない構成となっている。本実施形態では、基枠７５１の上部は、前
扉３（ベース枠１０）の背面のうち前扉３の閉鎖状態において外枠２の上辺部と当接する
部位の直下方まで延びている。また、基枠７５１の下部は、前扉３（ベース枠１０）の背
面のうち前扉３の閉鎖状態において外枠２の下辺部と当接する部位の直上方まで延びてい
る。
【０２３５】
　まず、前扉３の施錠機構について説明する。
【０２３６】
　支持板７５３のうち球使用式回胴遊技機１の背面側から見て左側にあたる外側面に沿っ
て上下に摺動可能な摺動杆７５６が配設されている。摺動杆７５６の上部及び下部にはガ
イド孔７５６ａ，７５６ｂが設けられ、ガイド孔７５６ａ，７５６ｂにはそれぞれ支持板
７５３に固定されたガイドピン７５３ａ，７５３ｂが係合状態で挿通されている。これに
より摺動杆７５６の摺動がガイドされる。加えて、本実施形態では、摺動杆７５６には、
後端縁から球使用式回胴遊技機１の背面側から見て左側に延びる折返し部７５７が設けら
れている。
【０２３７】
　また、摺動杆７５６の上部及下部には、後方に突出する鉤部材７５４，７５５が設けら
れている。本実施形態では、鉤部材７５４，７５５は摺動杆７５６と一体形成されている
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ため、鉤部材７５４，７５５に直接力を加えたとしても、摺動杆７５６が摺動しない限り
、変位しないようになっている。また、摺動杆７５６と取付板７５２との間にはコイルば
ね７６１，７６２が掛けられており、摺動杆７５６は常には下方に引っ張られている。
【０２３８】
　鉤部材７５４，７５５は略四角板状に形成されており、その下側に係止部７５４ｂ，７
５５ｂが形成されている。これに対し、外枠２の右辺部（右の縦板）内側には、係止部７
５４ｂ，７５５ｂに対応して上下一対の受け金具（爪馬）７９２が設けられている（図５
参照）。そして、前扉３の閉鎖時において、係止部７５４ｂ，７５５ｂが受け金具（爪馬
）７９２に係止されることで、前扉３が外枠２に対し施錠されることとなる。また、鉤部
材７５４，７５５が上方に変位し、係止部７５４ｂ，７５５ｂと受け金具７９２との係止
状態が解除されることにより、前扉３が解錠される。尚、本実施形態では受け金具（爪馬
）７９２が被係止部に相当する。
【０２３９】
　次に裏機構ユニット５の施錠機構について説明する。
【０２４０】
　支持板７５３の上部及下部には係合突部７６５，７６６が後方に向け突出形成されてい
る。さらに、支持板７５３には、球使用式回胴遊技機１の背面側から見て右側にあたる内
側の面において、上下に摺動可能に摺動杆７６７が配設されている。摺動杆７６７の上下
方向略中央部にはガイド孔７６７ａが設けられ、ガイド孔７６７ａには支持板７５３に固
定されたガイドピン７５３ｃが係合状態で挿通されている。これにより摺動杆７６７の摺
動がガイドされる。
【０２４１】
　また、摺動杆７６７の上端部近傍及び下端部近傍には、上記係合突部７６５，７６６に
対応して鉤部７６９，７７０が設けられている。鉤部７６９，７７０の先端部は略三角形
状に形成されており、その上側に係止部７６９ａ，７７０ａが形成されている。
【０２４２】
　また、摺動杆７６７と支持板７５３との間にはコイルばね７７１が掛けられており、摺
動杆７６７は常には上方に引っ張られている。この状態では、鉤部７６９，７７０（係止
部７６９ａ，７７０ａ）の上部端部が係合突部７６５，７６６より上方に突出した状態と
なっている。そして、摺動杆７６７が下方に摺動するのに伴って、鉤部７６９，７７０の
上部端部が係合突部７６５，７６６より下方に没した状態となる。
【０２４３】
　これに対し、裏機構ユニット５（樹脂ベース５５０）の右側部には係合突部７６５，７
６６及び鉤部７６９，７７０が挿入される上下一対の鉤受部７９１が形成されている（図
２０、図２３等参照）。鉤受部７９１内には受け金具（爪馬）７９３が設けられている。
そして、裏機構ユニット５を前扉３に対して閉じた際に、鉤部７６９，７７０が受け金具
７９３に係止されることで、裏機構ユニット５が前扉３に対し施錠される。また、摺動杆
７６７（鉤部７６９，７７０）が下がり、係止部７６９ａ，７７０ａと受け金具７９３と
の係止状態が解除されることにより、裏機構ユニット５が解錠される。
【０２４４】
　さて、取付板７５２には、球使用式回胴遊技機１の前面側に露出するように取付けられ
る錠部材としてのシリンダ錠７７５が設けられている。
【０２４５】
　シリンダ錠７７５の錠軸には第１係合凸部７７６ａと第２係合凸部７７６ｂとを備えて
なるカム板７７６が固定されている。一方、摺動杆７５６には、下部のガイド孔７５６ｂ
の上方において、カム板７７６の第１係合凸部７７６ａ及び第２係合凸部７７６ｂに対応
して矩形状の２つの係合孔部７５６ｃ，７５６ｄが形成されている。また、支持板７５３
には、２つの係合孔部７５６ｃ，７５６ｄを囲むようにして１つの図示しない連通孔が形
成されている。さらに、摺動杆７６７には、第１係合凸部７７６ａ及び第２係合凸部７７
６ｂにそれぞれ対応して矩形状の係合孔部７６７ｃ，７６７ｄが形成されている。摺動杆
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７５６の係合孔部７５６ｄは、第２係合凸部７７６ｂと係合可能に設けられ、係合孔部７
５６ｃは、第１係合凸部７７６ａの挿通は許容するが、係合はしないように（回動するカ
ム板７７６の第１係合凸部７７６ａと接触しないように）、係合孔部７５６ｄよりも縦長
に形成されている。また、摺動杆７６７の係合孔部７６７ｃは、摺動杆７５６の係合孔部
７５６ｃを介して、第１係合凸部７７６ａと係合可能に設けられ、係合孔部７６７ｄは、
摺動杆７５６の係合孔部７５６ｄと係合する第２係合凸部７７６ｂの挿通は許容するが、
係合はしないように（回動するカム板７７６の第２係合凸部７７６ｂと接触しないように
）、係合孔部７６７ｃよりも縦長に形成されている。
【０２４６】
　図２６に示すように、シリンダ錠７７５のキー操作（解錠操作）によってカム板７７６
が球使用式回胴遊技機１の正面側から見て時計回り方向に回動された場合、カム板７７６
の第２係合凸部７７６ｂが摺動杆７５６の係合孔部７５６ｄに係合し、摺動杆７５６が上
方に摺動する。これにより、鉤部材７５４，７５５が上方に変位しし、外枠２側の受け金
具７９２との係合が解除され、前扉３が解錠される。尚、摺動杆７６７に関しては、カム
板７７６がこのように回動しても、第２係合凸部７７６ｂと係合孔部７６７ｄとが係合し
ないように構成されているため、摺動しない。
【０２４７】
　一方、図２７に示すように、シリンダ錠７７５のキー操作によってカム板７７６が反時
計回り方向に回動された場合には、カム板７７６の第１係合凸部７７６ａが、摺動杆７５
６の係合孔部７５６ｃ及び支持板７５３に形成された連通孔を介して、摺動杆７６７の係
合孔部７６７ｃに係合し、摺動杆７６７が下方に摺動する。これにより、鉤部７６９，７
７０と裏機構ユニット５側の受け金具７９３との係合が解除され、裏機構ユニット５が解
錠される。尚、摺動杆７５６に関しては、カム板７７６がこのように回動しても、第１係
合凸部７７６ａと係合孔部７５６ｃとが係合しないように構成されているため、摺動しな
い。
【０２４８】
　本実施形態では、シリンダ錠７７５のキー操作が行われていないときの摺動杆７５６の
基準位置が、摺動部材の第１位置に相当し、キー操作が行われ、摺動杆７５６が上方に位
置したときの位置が、摺動部材の第２位置に相当する。また、シリンダ錠７７５のキー操
作が行われておらず、摺動杆７５６が基準位置にあるときの鉤部材７５４，７５５の位置
が鉤部材の係止位置に相当し、シリンダ錠７７５のキー操作が行われ、摺動杆７５６が上
方に摺動したときの鉤部材７５４，７５５の位置が鉤部材の非係止位置に相当する。
【０２４９】
　尚、シリンダ錠７７５の鍵穴に挿入されて回動された鍵から手を放すと、鍵が回動前の
基準位置に戻されるようになっている。また、摺動杆７５６（鉤部材７５４，７５５）が
上方に変位した状態においてシリンダ錠７７５から手を放す（キー操作をやめる）と、コ
イルばね７６１，７６２の引張力で摺動杆７５６（鉤部材７５４，７５５）は元の状態に
戻る。また、摺動杆７６７が下方に変位した状態においてシリンダ錠７７５から手を放す
と、コイルばね７７１の引張力で摺動杆７６７は元の状態に戻る。
【０２５０】
　また、カム板７７６は、シリンダ錠７７５のキー操作が行われない限り回動しないよう
になっている。さらに、シリンダ錠７７５のキー操作が行われておらず、カム板７７６が
どちらにも回動されていない状態においては、カム板７７６の第２係合凸部７７６ｂが、
摺動杆７５６の係合孔部７５６ｄに挿通された状態となっている。このため、摺動杆７５
６を上下方向に押圧したとしても、摺動杆７５６が第２係合凸部７７６ｂにおいて、カム
板７７６の第２係合凸部７７６ｂと当接するため、該摺動杆７５６を上下に摺動させるこ
とができない構成となっている。すなわち、キー操作を行わなければ、前扉３を解錠する
ことが不可能となっている。
【０２５１】
　加えて、摺動杆７６７に関しても、カム板７７６が回動していない状態において、第１
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係合凸部７７６ａが係合孔部７６７ｃに挿通された状態となることから、摺動杆７６７に
力を加えたとしても摺動させることができない構成となっている。すなわち、キー操作を
行わなければ、裏機構ユニット５を解錠することが不可能となっている。
【０２５２】
　なお、シリンダ錠７７５の背面側にはシリンダカバー７９０が取付けられており、カム
板７７６が不正操作されることを防止している。
【０２５３】
　さて、前扉３の閉鎖状態において鉤部材７５４，７５５と受け金具（爪馬）７９２とが
係合することで、前扉３と外枠２とが外枠２の右辺部において係合されることは既に述べ
た。本実施形態では、前扉３の閉鎖状態において前扉３と外枠２とが、外枠２の右辺部に
おいて係合されるのみならず、外枠２の上辺部及び下辺部においても係合されるよう構成
されている。以下、かかる構成について、図面を参照しつつ説明する。
【０２５４】
　図２９（ａ）はシリンダ錠７７５のキー操作が行われていないときの施錠装置７５０の
上部を示す背面図であり、図２９（ｂ）はシリンダ錠７７５のキー操作が行われていない
ときの施錠装置７５０の下部を示す背面図である。図３０（ａ）は前扉３が開放状態にあ
って、かつ、シリンダ錠７７５のキー操作が行われていないときの施錠装置７５０の上部
を示す図２９（ａ）のＪ－Ｊ線断面図であり、図３０（ｂ）は前扉３が開放状態にあって
、かつ、シリンダ錠７７５のキー操作が行われていないときの施錠装置７５０の下部を示
す図２９（ｂ）のＫ－Ｋ線断面図である。尚、図２９（ａ），（ｂ）では前扉３の図示を
省略している。
【０２５５】
　また、図３１（ａ）は後述する上係合部４０７を示す斜視図であり、図３１（ｂ）は施
錠装置７５０の下部の構成を示す斜視図である。図３２（ａ）は前扉３を解錠するための
キー操作が行われたときの施錠装置７５０の上部を示す背面図であり、図３２（ｂ）は前
扉３を解錠するためのキー操作が行われたときの施錠装置７５０の下部を示す背面図であ
る。図３３（ａ）は前扉３を解錠するためのキー操作が行われたときの施錠装置７５０の
上部を示す断面図であり、図３３（ｂ）は前扉３を解錠するためのキー操作が行われたと
きの施錠装置７５０の下部を示す断面図である。図３４（ａ）は前扉３が閉鎖状態とされ
、かつ、キー操作が行われていないときの（前扉３が施錠状態にあるときの）施錠装置７
５０の上部と外枠２との位置関係を説明するための断面図であり、図３４（ｂ）は前扉３
が施錠状態にあるときの施錠装置７５０の下部と外枠２との位置関係を説明するための断
面図である。図３５（ａ）は上係合部４０７と外枠２の前面とが当接したときの施錠装置
７５０の上部と外枠２との位置関係を説明するための断面図であり、図３５（ｂ）は摺動
杆７５６の下端部と幕板飾り６（リブ６ａ）とが当接したときの施錠装置７５０の下部と
外枠２との位置関係を説明するための断面図である。尚、図２９（ａ）、図３２（ａ）で
は、摺動杆７５６の折返し部７５７の図示を省略している。また、図３０（ａ）、図３３
（ａ）、図３４（ａ）、図３５（ａ）は図の右側が球使用式回胴遊技機１の前方であり、
図３０（ｂ）、図３３（ｂ）、図３４（ｂ）、図３５（ｂ）は図の左側が球使用式回胴遊
技機１の前方である。
【０２５６】
　図２９（ａ）等に示すように、摺動杆７５６の上部には、複数の歯を有するラック部材
４０１が球使用式回胴遊技機１の背面側から見て左側に凸となるようにして取付固定され
ている。
【０２５７】
　また、取付板７５２のうちラック部材４０１に対応する部位には、ラック部材４０１と
噛み合う複数の歯を有するピニオン部材４０２が回動可能に設けられている。ピニオン部
材４０２は、同一の軸に固定された大きさの異なる２つの歯車が前後に重ねられることで
構成されており、２つの歯車のうち前方に位置して取付板７５２の背面と略当接状態とさ
れる小車部４０４と、小車部４０４の背面側（図２９（ａ）では手前側）に固定され、小



(34) JP 5098281 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

車部４０４よりも直径が大きくかつ歯数が多い大車部４０５とを備えている。本実施形態
では、ピニオン部材４０２は、大車部４０５においてラック部材４０１と噛み合うように
設計されている。
【０２５８】
　さらに、取付板７５２のうち球使用式回胴遊技機１の背面側から見てピニオン部材４０
２の左側にあたる部位には、係合部材としての上係合部４０７が上下に摺動可能に設けら
れている。図３１（ａ）、図２９（ａ）等に示すように、上係合部４０７は、取付板７５
２の背面及び折返し部７５２ａの内面と摺接する本体部４１１と、本体部４１１の上辺部
のうち球使用式回胴遊技機１の背面側から見て左側の部位から球使用式回胴遊技機１の後
方に延びる前後位置調整部４１２と、前後位置調整部４１２の先端部（後端部）から上方
に延びる当接部４１３とを備えている。
【０２５９】
　本体部４１１には上下に長いガイド孔４１５が形成されており、該ガイド孔４１５に対
し、取付板７５２の背面に固定されるガイド突起４１６が係合状態で挿通されている（図
２９（ａ）参照）。これにより、上係合部４０７の摺動がガイドされる。
【０２６０】
　また、本体部４１１のうちピニオン部材４０２の小車部４０４と対向する球使用式回胴
遊技機１の背面側から見て右側の辺部には、小車部４０４と噛み合う複数の歯を有するラ
ック部４１８が形成されている。このため、上係合部４０７はピニオン部材４０２が回動
することで上下方向に摺動することとなる。より詳しく説明すると、上記のように、ピニ
オン部材４０２は、摺動杆７５６のラック部材４０１と噛み合っており、摺動杆７５６が
上方に摺動した場合には、ピニオン部材４０２が図２９（ａ）の反時計回りに回動すると
ともに、上係合部４０７が下方に摺動する（図３２（ａ）参照）。もちろん、摺動杆７５
６が上方に摺動した位置（第２位置）から基準位置（第１位置）に向けて下方に摺動した
場合には、ピニオン部材４０２が図２９（ａ）の時計回りに回動するとともに、上係合部
４０７が上方に摺動する。
【０２６１】
　加えて、上記のように、シリンダ錠７７５のキー操作が行われない場合には、摺動杆７
５６は摺動しない構成となっている。このため、摺動杆７５６に設けられたラック部材４
０１と噛み合うピニオン部材４０２、及び、ピニオン部材４０２と噛み合う上係合部４０
７についても、シリンダ錠７７５のキー操作が行われない場合には、ピニオン部材４０２
、上係合部４０７に対して直接力を加えたとしても動くことはなく、その回動位置、高さ
位置が保持された状態となる。尚、本実施形態では、上係合部４０７のラック部４１８と
噛み合うピニオン部材４０２、ピニオン部材４０２と噛み合うラック部材４０１が設けら
れた摺動杆７５６、摺動杆７５６の摺動を規制するカム板７７６が上係合部４０７（係合
部材）の変位規制手段を構成する。
【０２６２】
　尚、摺動杆７５６に固定されたラック部材４０１が大車部４０５と噛み合わされ、上係
合部４０７に設けられたラック部４１８が小車部４０４と噛み合わされることで、摺動杆
７５６の摺動距離に比して上係合部４０７の摺動距離が短くなるようになっている。但し
、このような構成に限定されるものではなく、上係合部４０７をより上方に突出させたい
場合には、ラック部材４０１とラック部４１８とが同じ歯車に噛み合うよう構成したり、
ラック部材４０１が小車部４０４と噛み合わされ、ラック部４１８が大車部４０５と噛み
合わされるよう構成したりしてもよい。
【０２６３】
　さて、図２９（ａ）、図３０（ａ）に示すように、本実施形態では、シリンダ錠７７５
のキー操作が行われていない状態においては、上係合部４０７の当接部４１３の上部が取
付板７５２の上端部よりも上方に突出するよう設定されている。上記のように、取付板７
５２（基枠７５１）の上部は、前扉３の背面のうち外枠２の上辺部と当接する部位の直下
方まで延びているため、このように当接部４１３が取付板７５２の上方に突出した状態に
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おいては、開放状態にある前扉３を閉めていく際に上係合部４０７（当接部４１３）と外
枠２の上辺部前面とが当接し、前扉３を閉鎖することができない。尚、図３０（ａ）では
ピニオン部材４０２の図示を省略している。
【０２６４】
　また、図３２（ａ），図３３（ａ）に示すように、前扉３を解錠するためのキー操作が
行われて摺動杆７５６がその摺動範囲のうち最も上側に位置した場合には、上係合部４０
７の上端部が取付板７５２の上端部よりも下側に位置するよう設定されている。このよう
に、上係合部４０７が取付板７５２の内側に引っ込んだ状態であれば、開放状態にある前
扉３を閉める際に上係合部４０７と外枠２とが当接することはない。本実施形態では、上
係合部４０７（当接部４１３）の上部が取付板７５２の上端部よりも上方に突出し、上係
合部４０７（当接部４１３）の上端部が外枠２の上辺部の下端部よりも上方に位置したと
きの高さ位置が、係合部材の第１位置に相当する。また、上係合部４０７が取付板７５２
の上端部よりも下方に位置し、上係合部４０７の上端部が外枠２の上辺部の下端部よりも
下方に位置したときの高さ位置が係合部材の第２位置に相当する。
【０２６５】
　図２９（ｂ）、図３０（ｂ）、図３１（ｂ）に示すように、本実施形態では、シリンダ
錠７７５のキー操作が行われていない状態において、摺動杆７５６の下端部が基枠７５１
（支持板７５３）の下端部から突出するように、摺動杆７５６が下方に延長されている。
上記のように、基枠７５１（取付板７５２、支持板７５３）の下部は、前扉３の背面のう
ち幕板飾り６（リブ６ａ）と当接する部位の直上方まで延びているため、このように摺動
杆７５６の下端部が基枠７５１の下方に突出した状態においては、開放状態にある前扉３
を閉めていく際に摺動杆７５６の下端部と外枠２の下部前面に設けられた幕板飾り６（リ
ブ６ａ）とが当接し、前扉３を閉鎖することができない。
【０２６６】
　また、図３２（ｂ）、図３３（ｂ）に示すように、前扉３を解錠するためのキー操作が
行われ、摺動杆７５６がその摺動範囲のうち最も上側に位置したときには、摺動杆７５６
の下端部が取付板７５２（支持板７５３）の下端部よりも上方に位置するよう設定されて
いる。このように、摺動杆７５６の下端部が取付板７５２の内側に引っ込んだ状態であれ
ば、開放状態にある前扉３を閉める際に摺動杆７５６と幕板飾り６とが当接することはな
い。本実施形態では、摺動部材としての摺動杆７５６の下部が取付板７５２の下端部より
も下方に突出し、摺動杆７５６の下端部が幕板飾り６（リブ６ａ）の上端部よりも下方に
位置したときの高さ位置が、摺動部材の第１位置に相当する。また、摺動杆７５６が取付
板７５２の下端部よりも上方に位置し、摺動杆７５６の下端部が幕板飾り６（リブ６ａ）
の上端部よりも上方に位置したときの高さ位置が摺動部材の第２位置に相当する。
【０２６７】
　図３４（ａ）等に示すように、外枠２の上辺部の下面のうち上係合部４０７と対応する
部位には、前扉３の閉鎖時において、取付板７５２の上端部よりも上方に突出する上係合
部４０７を収容可能な収容凹部７４１が形成されている。収容凹部７４１は四角い穴とし
て構成されており、上係合部４０７はその上端部が収容凹部７４１内に収容されることで
、前扉３に対してその開方向（前方）に力を加えたとしても、上係合部４０７と収容凹部
７４１（収容凹部７４１を構成する壁部のうちの前側の部位）とが当接して、前扉３の開
放が規制されることとなる。本実施形態では、収容凹部７４１が、係合部材と係合する被
係合部を構成する。
【０２６８】
　また、図３４（ｂ）に示すように、摺動杆７５６の下端部は、前扉３の閉鎖時において
、外枠２の下部前面に設けられた幕板飾り６（図３等参照）の背面と係合するように設定
されている。これにより、前扉３に対してその開方向（前方）に力を加えたとしても、摺
動杆７５６の下端部と幕板飾り６の背面とが当接して、前扉３の開放が規制されることと
なる。本実施形態では、幕板飾り６が、摺動部材と係合する被係合部を構成する。
【０２６９】
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　ここで、開放状態にある前扉３を閉鎖する際の摺動杆７５６及び上係合部４０７の動き
について説明する。
【０２７０】
　まず、シリンダ錠７７５に対して前扉３を解錠させるときと同じキー操作を行う。前扉
３を解錠させるためのシリンダ錠７７５のキー操作が行われ、カム板７７６が球使用式回
胴遊技機１の背面側から見て時計回り方向に回動されると、図２９（ａ），（ｂ）に示す
ような基準位置（第１位置）にあった摺動杆７５６が、図２６に示すように、係合孔部７
５６ｄにおいてカム板７７６の第２係合凸部７７６ｂに押し上げられ、図３２（ａ），（
ｂ）に示すように、上方に摺動する。
【０２７１】
　そして、摺動杆７５６がその摺動範囲のうち最上部位置まで押し上げられると、図３３
（ｂ）に示すように、摺動杆７５６の下端部が、幕板飾り６のリブ６ａよりも上方に位置
することとなる。
【０２７２】
　また、摺動杆７５６が上方に摺動することで、摺動杆７５６の上部に設けられたラック
部材４０１と噛み合うピニオン部材４０２が、図３２（ａ）の反時計回り方向に回動する
。ピニオン部材４０２が反時計回りに回動すると、ピニオン部材４０２と噛み合うラック
部４１８を有する上係合部４０７が下方に摺動する。そして、摺動杆７５６がその摺動範
囲のうち最上部位置まで押し上げられると、上係合部４０７の上端部が外枠２の上辺部よ
りも下方に位置することとなる。
【０２７３】
　この状態において開いている前扉３を閉じていけば、摺動杆７５６の下端部及び上係合
部４０７と、外枠２（幕板飾り６、外枠２の上辺部）とを接触させることなく、前扉３を
閉鎖することができる。尚、上記のように、摺動杆７５６の上方への摺動に伴って、鉤部
材７５４，７５５についても上方の非係止位置へと変位するため、鉤部材７５４，７５５
と受け金具（爪馬）７９２とを接触させることもなく、前扉３を閉鎖することができる。
【０２７４】
　その後、図３４（ａ），（ｂ）に示すように、シリンダ錠７７５から手を放す（キー操
作をやめる）ことで、カム板７７６が基の姿勢に戻るとともに、摺動杆７５６が下方に摺
動して基準位置（第１位置）に戻り、摺動杆７５６の下端部が取付板７５２の下端部から
突出して幕板飾り６の背面に略当接（係止）される。尚、本実施形態では、前扉３の閉鎖
状態において、基準位置よりも上方に位置する摺動杆７５６の下縁部と幕板飾り６（リブ
６ａ）とが当接することに起因して、摺動杆７５６の下方（基準位置側）への摺動が阻害
されてしまうといった事態を防止するべく、リブ６ａに対応する摺動杆７５６の下縁部に
切欠き部７５６ｆが形成されている。当該切欠き部７５６の存在によって、摺動杆７５６
下端部の幕板飾り６背面側への移動が許容され、摺動杆７５６下端部が幕板飾り６の背面
に確実に係止されるようになっている。
【０２７５】
　さらに、摺動杆７５６の摺動に連動してピニオン部材４０２が図３２（ａ）の時計回り
（図示した矢印とは反対回り）に回動し、ピニオン部材４０２の回動に連動して上係合部
４０７が上方に摺動し、上係合部４０７の一部が取付板７５２の上端部から上方に突出し
て収容凹部７４１に収容（係止）される。また、鉤部材７５４，７５５についても、摺動
杆７５６の摺動に伴って、下方の係止位置に戻り、鉤部材７５４，７５５が受け金具（爪
馬）７９２に係止される。以上のようにして、前扉３が外枠２に施錠される。
【０２７６】
　尚、裏機構ユニット５を解錠するためのシリンダ錠７７５のキー操作が行われたとして
も、上記のように摺動杆７５６は摺動しない。
【０２７７】
　また、シリンダ錠７７５のキー操作を行わずに前扉３を閉方向に移動させた場合、図３
５（ａ），（ｂ）に示すように、摺動杆７５６の下端部が幕板飾り６の上面に設けられた
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リブ６ａの前面と当接するとともに、上係合部４０７が、外枠２の上辺部の前面と当接す
る。つまり、シリンダ錠７７５のキー操作を行わなければ前扉３が閉鎖できないようにな
っている。
【０２７８】
　本実施形態では、シリンダ錠７７５のキー操作を行わずに、前扉３を閉方向に移動させ
る場合、鉤部材７５４，７５５と受け金具（爪馬）７９２とが当接する前に、摺動杆７５
６の折返し部７５７と幕板飾り６（リブ６ａ）とが当接するよう構成され、鉤部材７５４
，７５５と受け金具７９２とが当接しないようになっている。
【０２７９】
　また、摺動杆７５６（折返し部７５７）と幕板飾り６（リブ６ａ）の前面とが当接する
のと同時に、上係合部４０７と外枠２の上辺部前面とが当接するようになっている。さら
に、キー操作を行わずに閉鎖された状態にある前扉３を開放しようとした場合には、上係
合部４０７、摺動杆７５６の下端部、及び鉤部材７５４，７５５が、収容凹部７４１（収
容凹部７４１を構成する壁部のうち前側の部位）、幕板飾り６の背面、及び受け金具（爪
馬）７９２の背面に同時に接触する構成となっている。これらの構成を採用することで、
キー操作を行わずに無理やり前扉３を開閉しようとしたときに発生する力が、上係合部４
０７（収容凹部７４１）、摺動杆７５６（幕板飾り６）、又は鉤部材７５４，７５５（受
け金具７９２）のいずれかに集中的に負荷されてしまい、当該部位、及びその周辺部が損
傷したり変形したりしてしまうといったおそれを抑制することができる。
【０２８０】
　尚、上係合部４０７、摺動杆７５６の下端部が、外枠２の上辺部の前面、幕板飾り６（
リブ６ａ）の前面と当接し、前扉３のそれ以上の閉方向への移動が規制された状態におい
ては、開放検知スイッチ９００と外枠２の上辺部とが離間した状態となるよう設定されて
いる。つまり、前扉３を閉鎖できない状態において、前扉３の開放角度が極力小さくなる
ように前扉３を外枠２に押し付けたとしても、開放検知スイッチ９００が没入状態となら
ないため、確実に外部に信号を出力することができる。従って、より正確な情報を得る（
正確に履歴を残す）ことができたり、迅速な対処を行うことができたりする。
【０２８１】
　以上詳述したように、本実施形態では、シリンダ錠７７５のキー操作が行われないと、
摺動杆７５６の摺動変位が規制され、鉤部材７５４，７５５が係止位置にて変位不能に維
持される。従って、キー操作を行わずに、球使用式回胴遊技機１内部に侵入させた線材や
金属片等によって鉤部材７５４，７５５に直接力を加えたとしても、鉤部材７５４，７５
５を上方の非係止位置へと変位させることができないようになっている。結果として、線
材や金属片等を用いた不正解錠に対する防御性能の向上が図られる。
【０２８２】
　また、シリンダ錠７７５のキー操作を行わずに、開放状態にある前扉３を閉方向に移動
させた場合には、摺動杆７５６の下端部が外枠２の幕板飾り６と当接するとともに、上係
合部４０７が外枠２の上辺部前面に当接し、前扉３の閉鎖が規制されることとなる。この
ような構成を採用することにより、シリンダ錠７７５のキー操作を行わずに前扉３を閉じ
る場合、係止位置にある鉤部材７５４，７５５と受け金具７９２とが当接する前に、摺動
杆７５６と幕板飾り６とを当接させることができる。従って、鉤部材７５４，７５５と受
け金具７９２との当接（衝突）を回避することができ、鉤部材７５４，７５５及び受け金
具７９２に変形や破損等の不具合が発生することを防止することができる。結果として、
前扉３と外枠２とを係合（施錠）する部位を保護することができ、前扉３の施錠状態の安
定化を図ることができる。
【０２８３】
　さらに、摺動杆７５６の下端部及び上係合部４０７は、前扉３の閉鎖状態において、幕
板飾り６の背面及び収容凹部７４１に係合するようになっている。さらには、摺動杆７５
６及び上係合部４０７は、シリンダ錠７７５のキー操作が行われないと、その摺動変位が
規制される。従って、キー操作を行わずに、球使用式回胴遊技機１内部に侵入させた線材
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や金属片等によって鉤部材に直接力を加えたとしても、摺動杆７５６及び上係合部４０７
を、幕板飾り６の背面及び収容凹部７４１との係合状態が解除される側（第２位置）へと
変位させることができないようになっている。結果として、線材や金属片等を用いた不正
解錠に対する防御性能の向上が図られる。
【０２８４】
　加えて、上係合部４０７、摺動杆７５６の下端部、及び鉤部材７５４，７５５とこれら
にそれぞれ係合する被係合部とによって、外枠２と前扉３とが、外枠２の上辺部、下辺部
、及び右辺部において係合（施錠）される。このため、例えば、外枠２と前扉３とを係合
する手段が外枠２の一辺部にのみ（例えば下辺部にのみ）設けられる場合に比べ、前扉３
の施錠状態の安定化を図ることができる。また、外枠２の下辺部に関しては、摺動杆７５
６の下端部を下方に突出させて幕板飾り６と当接させるといった簡単な構成を採用してい
るため、前扉３と外枠２との係合部位が増えることに起因して、構成が複雑になってしま
うといったおそれを極力抑制している。
【０２８５】
　また、シリンダ錠７７５のキー操作を行うことで、摺動杆７５６の下端部、上係合部４
０７、及び鉤部材７５４，７５５の全てを、幕板飾り６、外枠２の上辺部、及び受け金具
７９２と当接不能な位置（第２位置、非係止位置）へと変位させることができる。さらに
、シリンダ錠７７５のキー操作を行うことで、鉤部材７５４，７５５と受け金具７９２と
の係止状態、摺動杆７５６の下端部と幕板飾り６との係合状態、及び、上係合部４０７と
収容凹部７４１との係合状態を全て解除することができる。従って、上記のように摺動杆
７５６を幕板飾り６と当接させたり、上係合部４０７を設けたりしたとしても、前扉３を
開閉する際の作業性の低下を抑制することができる。
【０２８６】
　さらに、上係合部４０７は、前扉２の閉鎖状態において、外枠２の上辺部の内側面に形
成された収容凹部７４１に係合されるように構成されている。また、摺動杆７５６の下端
部は、前扉３の閉鎖状態において、幕板飾り６の背面に係合されるように構成されている
。従って、上係合部４０７、摺動杆７５６を外枠２に対して係合させるために、別途外枠
２の上辺部、下辺部に対して受金具を取付固定したり、凸部を一体形成したりするといっ
た必要がない。つまり、摺動杆７５６の下端部を幕板飾り６と係合させたり、上係合部４
０７を設けたりすることに伴って外枠２を大きく設計変更しなければいけないといった事
態を回避することができる。従って、外枠２や外枠２を生産する装置の複雑化、製造作業
性の低下等を防止することができる。また、当該外枠２については遊技ホールから回収し
た外枠を再利用することができる。
【０２８７】
　加えて、上係合部４０７と係合する被係合部、及び摺動杆７５６の下端部と係合する被
係合部が、受金具等の別体で構成される場合、当該受金具を取外して（受金具の位置をず
らす、受金具を別のものに交換する等して）シリンダ錠７７５のキー操作を行わなくても
前扉３を開閉可能にしてしまうといった不正が行われるおそれがあるが、本実施形態によ
ればかかる不具合を回避することができる。
【０２８８】
　尚、本実施形態では、上係合部４０７が外枠２の上辺部と係合し、摺動杆７５６の下端
部が幕板飾り６と係合するため、鉤部材７５４、７５５のうち一方又は両方を省略しても
前扉３を外枠２に対して確実に施錠することができる。上記のように、鉤部材７５４，７
５５は前扉３（ベース枠１０）から後方に延びており、受け金具７９２は、外枠２の右側
辺部の内側に突出して設けられているため、施錠装置７５０後方のスペースを利用しよう
とした場合、鉤部材７５４，７５５及び受け金具７９２を避ける必要がある。この点、上
記のように、鉤部材７５４、７５５の一方又は両方を省略することで、例えば、前扉３の
背面側に設けられる裏機構ユニット５等を施錠装置７５０の背面側に被せる（張り出す）
ようにして設けることのできるスペースをより大きく確保することができ、球使用式回胴
遊技機１の背面側のスペースをより有効的に活用することができる。
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【０２８９】
　次に球使用式回胴遊技機１の電気的構成について詳しく説明する。図２８は、球使用式
回胴遊技機１の電気的構造を示したブロック図である。但し、便宜上、各種中継基板につ
いては図示を省略している。
【０２９０】
　球使用式回胴遊技機１の主制御装置５２０には、演算装置である１チップマイコンとし
てのＣＰＵ８０１が搭載されている。ＣＰＵ８０１には、該ＣＰＵ８０１により実行され
る各種の制御プログラムや固定値データを記憶したＲＯＭ８０２と、そのＲＯＭ８０２内
に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメ
モリであるＲＡＭ８０３と、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が
内蔵されている。
【０２９１】
　ＲＡＭ８０３は、球使用式回胴遊技機１の電源のオフ後においても電源装置５５６から
バックアップ電圧が供給されてデータが保持（バックアップ）できる構成となっており、
ＲＡＭ８０３には、各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリやエリアの他に、バ
ックアップエリア８０３ａが設けられている。
【０２９２】
　バックアップエリア８０３ａは、停電などの発生により電源が切断された場合において
、電源の再入時に球使用式回胴遊技機１の状態を電源切断前の状態に復帰させるべく、電
源切断時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタ、Ｉ／Ｏ等
の値を記憶しておくためのエリアである。バックアップエリア８０３ａへの書き込みは、
所定の停電時処理によって電源切断時に実行され、逆にバックアップエリア８０３ａに書
き込まれた各値の復帰は、電源入時（停電解消による電源入を含む。以下同様）の所定の
復電時処理において実行される。なお、ＣＰＵ８０１のＮＭＩ端子（ノンマスカブル割込
端子）には、停電等の発生による電源断時に、後述する停電監視回路８４２から出力され
る停電信号ＳＫ１が入力されるように構成されており、停電の発生により、停電時処理が
即座に実行される。
【０２９３】
　かかるＲＯＭ８０２及びＲＡＭ８０３を内蔵したＣＰＵ８０１には、アドレスパス及び
データパスで構成されるバスライン８０４を介して入出力ポート８０５が接続されている
。
【０２９４】
　入出力ポート８０５には、後述するリセットスイッチ回路８４３、払出制御装置５５５
、スタートレバースイッチ２６８、ストップボタンスイッチ２７１，２７２，２７３、マ
ックスベットスイッチ７５、１ベットスイッチ２７４、カウント表示部５３３、ベット数
表示部５３４、取込装置３００、有効ライン表示部５１６，５１７，５１８、その他図示
しない電気機器などが接続されている。
【０２９５】
　サブ制御装置５２１は、ランプやスピーカ等を制御するための制御装置であり、演算装
置であるＣＰＵ８５１、該ＣＰＵ８５１により実行される各種の制御プログラムや固定値
データを記憶したＲＯＭ８５２、該ＲＯＭ８５２内に記憶される制御プログラムの実行に
際して各種のデータ等を一時的に記憶するメモリであるＲＡＭ８５３、入出力ポート８５
４、バスライン８５５を備えるとともに、その他にも図示しない割込回路やタイマ回路、
データ送受信回路などの各種回路等を備えている。ＲＡＭ８５３は、ＣＰＵ８５１による
各種プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグを一時的に記憶するメモリで
ある。
【０２９６】
　入出力ポート８５４には、バスライン８５５を介してＣＰＵ８５１、ＲＯＭ８５２、Ｒ
ＡＭ８５３が接続されるとともに、液晶表示装置５０１、各ランプ表示部４１，４７，５
３、スピーカ４２，５１、第１演出スイッチ２７７、第２演出スイッチ２７８等が接続さ
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れている。
【０２９７】
　サブ制御装置５２１のＣＰＵ８５１は、例えば主制御装置５２０から送信される指令信
号に基づいて種々の演出を実行する。例えば、液晶表示装置５０１において、後述するビ
ッグボーナスフラグ等の成立を報知する「ナビゲーション表示」や、ビッグボーナスフラ
グの成立時に小役フラグ等の成立と思わせる「ナビゲーション外れ表示」といった補助演
出表示を行う。
【０２９８】
　また、払出制御装置５５５は、上記払出装置５７８により賞球や貸球の払出制御を行う
ものである。演算装置であるＣＰＵ８１１は、そのＣＰＵ８１１により実行される制御プ
ログラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ８１２と、ワークメモリ等として使用される
ＲＡＭ８１３とを備えている。
【０２９９】
　払出制御装置５５５のＲＡＭ８１３は、前述した主制御装置５２０のＲＡＭ８０３と同
様に、球使用式回胴遊技機１の電源のオフ後においても電源装置５５６からバックアップ
電圧が供給されてデータが保持（バックアップ）できる構成となっており、ＲＡＭ８１３
には、各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリやエリアの他に、バックアップエ
リア８１３ａが設けられている。
【０３００】
　バックアップエリア８１３ａは、停電などの発生により電源が切断された場合において
、電源の再入時に球使用式回胴遊技機１の状態を電源切断前の状態に復帰させるべく、電
源切断時のスタックポインタや、各レジスタ、Ｉ／Ｏ等の値を記憶しておくためのエリア
である。このバックアップエリア８１３ａへの書き込みは、所定の停電時処理によって電
源切断時に実行され、逆にバックアップエリア８１３ａに書き込まれた各値の復帰は、電
源入時の所定の復電時処理において実行される。
【０３０１】
　かかるＲＯＭ８１２及びＲＡＭ８１３を内蔵したＣＰＵ８１１には、アドレスバス及び
データバスで構成されるバスライン８１４を介して入出力ポート８１５が接続されている
。
【０３０２】
　入出力ポート８１５には、リセットスイッチ回路８４３、主制御装置５２０、払出装置
５７８などがそれぞれ接続されている。
【０３０３】
　また、電源装置５５６は、球使用式回胴遊技機１の各部に電力を供給するための電源部
８４１と、停電等による電源遮断を監視する停電監視回路８４２と、リセットスイッチ５
６１に接続されてなるリセットスイッチ回路８４３と、設定キー挿入部５６２に接続され
てなる設定キー回路８４４とを備えている。
【０３０４】
　電源部８４１は、図示しない電源経路を通じて、主制御装置５２０、サブ制御装置５２
１、払出制御装置５５５等に対して各々に必要な動作電源を供給する。その概要としては
、電源部８４１は、外部より供給される交流２４ボルト電源〔ＡＣ２４Ｖ＝主電源（外部
電源）〕を取り込み、各種スイッチやモータ等を駆動するための＋１２Ｖ電源、ロジック
用の＋５Ｖ電源、ＲＡＭバックアップ用のバックアップ電源などを生成し、これら＋１２
Ｖ電源、＋５Ｖ電源及びバックアップ電源を主制御装置５２０等に対して供給する。
【０３０５】
　停電監視回路８４２は、停電等の発生による電源断時に、主制御装置５２０のＣＰＵ８
０１及び払出制御装置５５５のＣＰＵ８１１の各ＮＭＩ端子へ停電信号ＳＫ１を出力する
ための回路である。停電監視回路８４２は、電源部８４１から出力される最大電圧である
直流安定２４ボルトの電圧を監視し、この電圧が２２ボルト未満になった場合に停電（電
源断）の発生と判断して、停電信号ＳＫ１を主制御装置５２０及び払出制御装置５５５へ
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出力する。この停電信号ＳＫ１の出力によって、主制御装置５２０及び払出制御装置５５
５は、停電の発生を認識し、停電時処理を実行する。
【０３０６】
　なお、電源部８４１は、直流安定２４ボルトの電圧が２２ボルト未満になった後におい
ても、かかる停電時処理の実行に充分な時間の間、制御系の駆動電圧である５ボルトの出
力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置５２０及び払出制御装
置５５５は、停電時処理を正常に実行し完了することができる。
【０３０７】
　リセットスイッチ回路８４３は、リセットスイッチ５６１のスイッチ信号を取り込み、
そのリセットスイッチ５６１の状態に応じて主制御装置５２０のＲＡＭ８０３及び払出制
御装置５５５のＲＡＭ８１３のバックアップデータをクリアするための回路である。リセ
ットスイッチ５６１が押下された際、リセットスイッチ回路８４３は、リセット信号ＳＫ
２を主制御装置５２０及び払出制御装置５５５に出力する。リセットスイッチ５６１が押
下された状態で球使用式回胴遊技機１の電源が投入されると（停電解消による電源入を含
む）、主制御装置５２０及び払出制御装置５５５においてそれぞれのＲＡＭ８０３，８１
３のデータがクリアされる。
【０３０８】
　設定キー回路８４４は、設定キー挿入部５６２への設定キーの挿入を検知し、その旨を
主制御装置５２０のＣＰＵ８０１に認識させるための回路である。設定キー挿入部５６２
に対しキー挿入があると、設定キー回路８４４は、キー入力信号ＳＫ３を主制御装置５２
０に出力する。これに基づき、主制御装置５２０は設定変更を許可する。
【０３０９】
　次に、球使用式回胴遊技機１の遊技に係る制御について説明する。主制御装置５２０は
、各種遊技制御として、「小役抽選」、「小役制御」「リプレイゲーム抽選」「リプレイ
ゲーム制御」「ビッグボーナス抽選」「ビッグボーナス制御」「ビッグボーナス中抽選」
、「リール制御」等の処理を実行する。
【０３１０】
　小役抽選では、スタートレバースイッチ２６８からの検出信号が入力されたタイミング
によって、小役払出条件が成立したか否かの抽選が行われ、これによって小役フラグの成
立の有無が決定される。なお、小役抽選は、他の抽選とともに、遊技球の投入個数（ベッ
ト数）に応じて変化するよう構成されており、概して投入個数が多い程遊技者に有利な抽
選結果が得られるようになっている。
【０３１１】
　小役制御では、通常遊技中に小役フラグが成立している場合、各リール５１１～５１３
の停止時に、後述する小役成立テーブルの内容を参照しながら、一定の引き込み停止制御
を加えて半強制的に小役図柄を有効ライン上に停止させる制御が行われる。
【０３１２】
　リプレイゲーム抽選では、スタートレバースイッチ２６８からの検出信号が入力された
タイミングによって、リプレイゲーム移行条件が成立したか否かの抽選が行われ、これに
よってリプレイフラグの成立の有無が決定される。
【０３１３】
　リプレイゲーム制御では、通常遊技中にリプレイフラグが成立している場合、各リール
５１１～５１３の停止時に、後述するリプレイ成立テーブルの内容を参照しながら、一定
の引き込み停止制御を加えて半強制的にリプレイ図柄を有効ライン上に停止させる制御が
行われる。そして、有効ライン上にリプレイ図柄が停止することを条件に、次回の遊技を
無償で行うことができるようにする。勿論、このリプレイゲームが行われる場合にも各種
抽選は実行されている。
【０３１４】
　ビッグボーナス抽選では、スタートレバースイッチ２６８からの検出信号が入力された
タイミングによって、ビッグボーナス移行条件が成立したか否かの抽選が行われ、これに
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よってビッグボーナス成立フラグの有無が決定される。
【０３１５】
　ビッグボーナス制御では、通常遊技中にビッグボーナスフラグが成立している場合、各
リール５１１～５１３の停止時に、後述するビッグボーナス成立テーブルの内容を参照し
つつ、一定の引き込み停止制御を加えて半強制的にビッグボーナス図柄を有効ライン上に
停止させる制御が行われる。そして、有効ライン上にビッグボーナス図柄が停止すること
を条件に通常遊技からビッグボーナスゲームに移行させ、予め設定された最大獲得賞球数
（本実施形態では２３２５個）を上限として、その後、原則的には元の通常遊技状態に復
帰させる制御が行われる。
【０３１６】
　ビッグボーナス中抽選では、ビッグボーナス中において、スタートレバースイッチ２６
８からの検出信号が入力されたタイミングによって、小役図柄の抽選及びジャックインの
抽選が行われ、小役フラグ及びジャックインフラグの成立の有無が決定される。
【０３１７】
　そして、ビッグボーナス中は、前記ビッグボーナス制御により、小役フラグの成立に基
づく所定の小役図柄を有効ライン上に揃わせるべく小役成立テーブルを参照しつつ各リー
ル５１１～５１３を半強制的に引き込み停止する制御が行われる。また、ジャックインフ
ラグの成立に基づきジャックインさせるべく、リプレイ成立テーブルの内容を参照しつつ
、各リール５１１～５１３を半強制的に引き込み停止する制御が行われる。
【０３１８】
　ジャックインとは、ビッグボーナスゲーム中に所定のジャックインゲームを実行させる
状態であり、具体的には「リプレイ」図柄が揃うことによって生じる。従って、ジャック
イン実行のためにビッグボーナス制御では、ジャックイン図柄（リプレイ図柄）を有効ラ
イン上に揃わせるべく各リール５１１～５１３を半強制的に引き込み停止する制御が行わ
れる。ジャックインされるとジャックインゲームが実行される。
【０３１９】
　このジャックインゲーム中は、有効ラインが１ライン（中央ライン）のみとされている
。ジャックインゲーム中においては、スタートレバースイッチ２６８からの検出信号が入
力されたタイミングによって、所定の図柄（ここでは、リプレイ図柄）の抽選を行う。か
かる図柄の抽選は、通常の抽選とは異なり、リプレイ図柄が有効ライン（中央ラインのみ
）に揃った場合に所定個数（例えば７５個）の遊技球が払い出されるように設定しておき
、かかるリプレイ図柄を遊技球払出図柄として、当該遊技球払出図柄が揃う条件を満たす
か否かの抽選とされている。そして、前記抽選の結果、リプレイフラグ（ここでいうリプ
レイフラグは通常遊技中のものとは異なり、ジャックインゲーム用に新たに設定されたも
のである。）が成立した場合には前記遊技球払出図柄以外の図柄が有効ライン上に揃わな
いように各リール５１１～５１３が制御され、しかも遊技球払出図柄が所定回数（例えば
８回）揃った場合には所定の遊技回数（１２回）に達していなくとも所定のジャックイン
ゲームは終了する。なお、かかる所定のジャックインゲームに際しては、投入される遊技
球として５個が上限、すなわち、１ベットのみが有効化される。
【０３２０】
　また、ビッグボーナスゲームでは、当該ビッグボーナスゲーム中に獲得した賞球数が、
予め設定された最大獲得賞球数（２３２５個）に達するまで、当該ビッグボーナスゲーム
を継続して行うことができるとともに、何度でもジャックインが可能となっている。そし
て、ビッグボーナス制御では、最大獲得賞球数に達した時点に行われている遊技又はジャ
ックインゲームの終了時点でビッグボーナスゲームを強制的に終了させる。
【０３２１】
　また、リール制御により、ＲＯＭ等の記憶手段の記憶内容に応じて各リール５１１～５
１３が制御され、特に記憶手段に記憶された各種テーブルの記憶内容に応じて各リール５
１１～５１３の停止位置が制御される。
【０３２２】
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　各種テーブルとは、成立した各種フラグに応じて個々に設定されたものである。具体的
には、例えば何らフラグが成立していない場合にいずれの図柄をも有効ライン上に揃えな
いようにするための「外れテーブル」、小役フラグに対応して所定の小役図柄を有効ライ
ン上に揃えるための「小役成立テーブル」、リプレイフラグに対応してリプレイ図柄を有
効ライン上に揃えるための「リプレイ成立テーブル」、ビッグボーナスフラグに対応して
「７」図柄を有効ライン上に揃えるための「ビッグ成立テーブル」等の他、以上の成立図
柄をどの有効ライン上に揃えるかを決定するための「ラインテーブル」等である。
【０３２３】
　次に、以上の構成からなる球使用式回胴遊技機１の作用について、遊技方法を踏まえて
説明する。
【０３２４】
　遊技の開始に際し、遊技者は、１ベットスイッチ２７４又はマックスベットスイッチ７
５を操作することにより遊技球を投入する。主制御装置５２０は、各ベットスイッチ２７
４，７５の検出信号を受けて、取込装置３００を駆動制御する。そして、上皿７１にある
遊技球が取込まれ投入されることとなる。例えば、マックスベットスイッチ７５が押圧操
作された場合には、上皿７１上の１５個の遊技球が取込装置３００によって取込まれる。
このとき、カウント表示部５３３には投入個数が表示される。
【０３２５】
　また、遊技球の投入数に応じて主制御装置５２０は各ラインを有効化する。ここで、１
ベットスイッチ２７４の１回の押圧操作（５個の遊技球の投入）であれば、中央ラインの
みが有効化される。また、１ベットスイッチ２７４の２回の押圧操作（１０個の遊技球の
投入）であれば、上下ラインが有効化される。さらに、マックスベットスイッチ７５の押
圧操作等（１５個の遊技球の投入）であれば、全ラインが有効化される。
【０３２６】
　少なくとも１ラインが有効化されている時点で、遊技者がスタートレバースイッチ２６
８を操作すると、主制御装置５２０は、全てのリール５１１～５１３を一斉に回転させる
。これとともに、主制御装置５２０は、その旨の情報をサブ制御装置５２１へ送信する。
【０３２７】
　また、スタートレバースイッチ２６８の操作に基づく検出信号が主制御装置５２０に入
力されたタイミングで、通常遊技中では、小役抽選、リプレイゲーム抽選、ビッグボーナ
ス抽選など各抽選が行われる。
【０３２８】
　小役抽選の結果、小役フラグが成立した場合には、適宜の小役図柄を有効ライン上に停
止させ得る権利がそのゲームにおいてのみ与えられる。また、リプレイゲーム抽選の結果
、リプレイフラグが成立した場合には、リプレイゲームへ移行する権利がそのゲームにお
いてのみ与えられる。また、ビッグボーナス抽選の結果、ビッグボーナスフラグが成立し
た場合には、ビッグボーナスゲームへ移行する権利が与えられ、そのフラグはビッグボー
ナスゲームへ移行するまで保持される。
【０３２９】
　以上の各抽選が終了した後、遊技者がストップボタンスイッチ２７１，２７２，２７３
を操作すると、主制御装置５２０は、操作された各ストップボタンスイッチ２７１，２７
２，２７３に対応した各リール５１１，５１２，５１３を個別に停止させる制御を行う。
【０３３０】
　これら各リール５１１，５１２，５１３の停止位置は、上記各抽選結果である各成立フ
ラグに基づき、上記各テーブルを参照して決定される。このとき、有効ラインから各リー
ル５１１，５１２，５１３の回転方向手前の４図柄分までに成立フラグに対応した図柄が
存在すれば、原則として、その図柄が積極的に有効ライン上に引き込まれるような制御が
行われることとなり、リール停止タイミングが４図柄分手前までの誤差であれば、その誤
差を吸収することができる。
【０３３１】
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　また、サブ制御装置５２１は、主制御装置５２０の制御に合わせて、液晶表示装置５０
１における上記「ナビゲーション表示」等の補助演出を行う。
【０３３２】
　各リール５１１，５１２，５１３の停止時において、有効ライン上の停止図柄の組合せ
が、予め定められた所定の図柄の組合せである場合、即ち小役図柄の組合せ、リプレイ図
柄の組合せ、ビッグボーナス図柄の組合せである場合、各停止図柄の組合せに応じた数の
遊技球（賞球）を払出すための制御が行われる。
【０３３３】
　主制御装置５２０が、払出制御装置５５５へ払出制御を行う旨の指示を出し、払出制御
装置５５５が払出装置５７８を駆動制御することにより、上皿７１等へ遊技球が払出され
る。この際、今回獲得した賞球数がカウント表示部５３３に表示される。
【０３３４】
　有効ライン上に揃った図柄が小役図柄或いは何ら払出しのない図柄の組合せである場合
には、通常遊技が続行される。一方、有効ライン上に揃った図柄の組合せがリプレイ図柄
の組合せである場合にはリプレイゲーム制御によって次回のゲームを無償で行うことがで
きるリプレイゲームが実行される。また、有効ライン上に揃った図柄の組合せがビッグボ
ーナス図柄の組合せである場合にはビッグボーナス制御によってビッグボーナスゲームが
実行される。そして、上記最大獲得賞球数を獲得したことを条件に、ビッグボーナスゲー
ムが終了する。
【０３３５】
　なお、上述した実施形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい。
【０３３６】
　（ａ）上記実施形態では、摺動杆７５６の下端部を基枠７５１（支持板７５３）の下方
に突出させるようにして延長させることにより、摺動杆７５６と幕板飾り６（リブ６ａ）
とを当接可能に構成しているが、特にこのような構成に限定されるものではない。例えば
、図３６に示すように、摺動杆７５６の下端部に当接固定される固定部４３１と、固定部
４３１から下方に向けて延びる棒状部４３２とを具備する下係合部４３０を設け、シリン
ダ錠７７５のキー操作を行っていない状態において、棒状部４３２の下端部が支持板７５
３の下端部よりも下方に突出するよう構成してもよい。この場合についても、キー操作を
行わずに前扉３を閉めようとすると、下係合部４３０と幕板飾り６とが当接して、前扉３
の閉鎖が規制されるとともに、前扉３の閉鎖時において、下係合部４３０が幕板飾り６の
背面に係合される構成とすることができる。また、シリンダ錠７７５のキー操作が行われ
た場合には、下係合部４３０（棒状部４３２）の下端部が支持板７５３の下端部よりも上
方に位置し、前扉３の閉鎖が許容されることとする。尚、上係合部４０７の形状について
も特に限定されるものではなく、収容凹部７４１に係合可能に構成されていればよい。
【０３３７】
　（ｂ）上記実施形態では、外枠２の上辺部、下辺部、及び右側辺部において、前扉３と
外枠２とが係合（施錠）されているが、特にこのような構成に限定されるものではなく、
外枠２の辺部のうち、前扉３が開閉可能に設けられた辺部を除き、少なくとも２辺部にお
いて前扉３を外枠２に係合（施錠）する構成となっていればよい。例えば、鉤部材７５４
，７５５（及びこれに対応する受け金具９７２）のうち一方又は両方を省略してもよいし
、上係合部４０７及び収容凹部７４１を省略してもよい。
【０３３８】
　また、上記実施形態では、前扉３を解錠するためのキー操作が行われた場合、摺動杆７
５６が上方に摺動しているが、下方に摺動するよう構成してもよい。この場合、摺動杆７
５６の上端部が、外枠２の上辺部に形成された収容凹部に係合することとしてもよい。
【０３３９】
　（ｃ）上記実施形態では、前扉３の閉鎖時において上係合部４０７と係合する被係合部
として外枠２の上辺部に形成された収容凹部７４１を採用しているが、例えば、外枠２の
上辺部から内側（下方）に凸となる支持凸部を一体形成することで被係合部としてもよい
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。但し、当該構成を採用する場合には、外枠２等の設計変更をする必要が生じたり、製造
作業性の低下を招いたりするおそれがあるため、従前の外枠２の上辺部に対して穴部（収
容凹部７４１）を形成するだけで済む上記実施形態の構成を採用する方が望ましい。
【０３４０】
　また、摺動杆７５６の下端部と係合する被係合部として幕板飾り６が採用されているが
、例えば、外枠２の下辺部の内側面に収容凹部を形成することで被係合部を構成してもよ
い。
【０３４１】
　（ｄ）上記実施形態では、鉤部材７５４，７５５が摺動杆７５６と一体形成されている
が、鉤部材７５４，７５５を摺動杆７５６とは別体として構成するとともに、摺動杆７５
６の摺動に連動するよう構成してもよい。但し、シリンダ錠７７５のキー操作が行われ、
摺動杆７５６が摺動しない限り、鉤部材７５４，７５５に対して直接加えたとしても、当
該鉤部材７５４，７５５が変位しないように構成することとする。
【０３４２】
　（ｅ）上記実施形態では、摺動杆７５６と上係合部４０７との間に歯車（ピニオン部材
４０２）を介在させることで、摺動杆７５６の摺動に連動して、上係合部４０７が摺動杆
７５６の摺動方向とは反対側に摺動するよう構成されているが、特にこのような構成に限
定されるものではなく、前扉３を解錠するためのシリンダ錠７７５のキー操作に連動して
上係合部４０７が取付板７５２の上端部よりも上方に突出しない位置へと移動する構成と
なっていればよい。例えば、ピニオン部材４０２の代わりに棒状の伝達部を取付板７５２
に対して回動可能に設け、摺動杆７５６の上部に対して前記伝達部の一端部に引っ掛かる
第１掛部（例えば、摺動杆７５６の上部にコ字状の突部を取付固定したり、摺動杆７５６
の上部に凹部を形成したりする）を設け、上係合部４０７に対して前記伝達部の他端部に
引っ掛かる第２掛部を設け、摺動杆７５６が上方に摺動した場合、伝達部が第１掛部に押
されて回動するとともに、上係合部４０７が第２掛部において伝達部に押されて下方に摺
動するといった構成を採用してもよい。
【０３４３】
　（ｆ）上記実施形態では、シリンダ錠７７５のキー操作を行うことなく開放状態にある
前扉３をその閉方向に移動させた際に、摺動杆７５６と幕板飾り６とが当接するように構
成されているが、この摺動杆７５６と幕板飾り６との当接を検知する検知手段を設けても
よい。例えば、外枠２の前面に当接可能な当接位置と外枠２に当接不能な非当接位置との
間で変位可能な検知手段としての検知スイッチを設ける。また、シリンダ錠７７５のキー
操作が行われたときに検知スイッチを非当接位置へと変位させ、キー操作が行われていな
いときに検知スイッチを当接位置へと変位させる変位手段を設ける。そして、シリンダ錠
７７５のキー操作を行わずに前扉３を閉方向に移動させた場合に、摺動杆７５６と幕板飾
り６とが当接するのと同時に、検知スイッチが外枠２と当接して押圧されるように構成す
る。さらに、検知スイッチによって摺動杆７５６と幕板飾り６との当接が検知された場合
には、当該検知スイッチの検知情報に基づいて、シリンダ錠７７５のキー操作を行うよう
に音声や表示等でアナウンスするよう構成する。
【０３４４】
　このような構成を採用することで、シリンダ錠７７５のキー操作を行わなければ前扉３
を閉められない旨を把握していないホール関係者がいたとしても、何をすればよいのか直
ちに気付かせることができる。従って、前扉３の閉鎖に手間取ってしまったり、前扉３を
無理に閉めようとすることに起因して、前扉３（摺動杆７５６）や外枠２（幕板飾り６）
が損傷してしまうといったおそれを防止することができる。
【０３４５】
　（ｇ）上記実施形態において、本体部４１１の背面、当接部４１３の背面、又は当接部
４１３の前面と摺接するガイド部を設けることとしてもよい。ガイド部としては、例えば
、折返し部７５２ａの内面から突出する凸部を形成することで構成してもよいし、取付板
７５２及び折返し部７５２ａの上端部から基枠７５１内側に延びる上壁部を設け、該上壁
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部に当接部４１３を挿通させる孔部を形成することで構成してもよい。このようにガイド
部を設けることで、上係合部４０７の後方又は前方への移動を規制・支持することができ
、上係合部４０７やガイド突起４１６の変形等を抑制することができる。
【０３４６】
　（ｈ）上記実施形態とは異なるタイプの遊技機として実施してもよい。例えば、発射手
段を備えたパチンコ機等の弾球遊技機として実施してもよい。また、パチンコ機以外にも
、アレンジボール機、それに類する雀球等の各種遊技機として実施することも可能である
。この他、遊技媒体として遊技球とは異なる媒体（例えばメダル等）を使用する遊技機（
例えばスロットマシン等の回胴式遊技機）として実施してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０３４７】
【図１】球使用式回胴遊技機の全体を示す正面斜視図である。
【図２】球使用式回胴遊技機の正面図である。
【図３】外枠に対して前扉を開放した状態を示す斜視図である。
【図４】前扉に装着されたメインユニット及び裏機構ユニットを開放した状態を示す斜視
図である。
【図５】球使用式回胴遊技機の背面図である。
【図６】前扉の背面斜視図である。
【図７】正面側から見た前扉の分解斜視図である。
【図８】背面側から見た前扉の分解斜視図である。
【図９】正面側から見たベース枠及び装飾枠の斜視図である。
【図１０】背面側から見たベース枠及び装飾枠の斜視図である。
【図１１】装飾カバーを外した状態の前扉の正面斜視図である。
【図１２】上皿ユニットの全体を示す斜視図である。
【図１３】上皿ユニットの分解斜視図である。
【図１４】上皿の平面図である。
【図１５】取込装置の背面側の斜視図である。
【図１６】取込装置の内部機構を説明するための断面図である。
【図１７】（ａ）は、返却シャッタが通路閉鎖位置にある状態の取込装置等を示す断面図
であり、（ｂ）は、返却シャッタが通路開放位置にある状態の取込装置等を示す断面図で
ある。
【図１８】メインユニットの正面斜視図である。
【図１９】メインユニットの背面斜視図である。
【図２０】裏機構ユニットの背面斜視図である。
【図２１】裏機構ユニットの正面斜視図である。
【図２２】裏機構ユニットの背面図である。
【図２３】払出制御装置等を取外した状態を示す裏機構ユニットの背面図である。
【図２４】球払出ユニットの内部構成を示す断面図である。
【図２５】（ａ）は施錠装置を背面外側から見た斜視図であり、（ｂ）は施錠装置を背面
内側から見た斜視図である。
【図２６】（ａ）は前扉の解錠時の施錠装置を背面外側から見た斜視図であり、（ｂ）は
前扉の解錠時の施錠装置を背面内側から見た斜視図である。
【図２７】（ａ）は裏機構ユニットの解錠時の施錠装置を背面外側から見た斜視図であり
、（ｂ）は裏機構ユニットの解錠時の施錠装置を背面内側から見た斜視図である。
【図２８】球使用式回胴遊技機の主な電気的構成を示すブロック図である。
【図２９】（ａ）はシリンダ錠のキー操作が行われていないときの施錠装置の上部を示す
背面図であり、（ｂ）はシリンダ錠のキー操作が行われていないときの施錠装置の下部を
示す背面図である。
【図３０】（ａ）は前扉が開放状態にあって、かつ、シリンダ錠のキー操作が行われてい
ないときの施錠装置の上部を示す図２９（ａ）のＪ－Ｊ線断面図であり、（ｂ）は前扉が
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開放状態にあって、かつ、シリンダ錠のキー操作が行われていないときの施錠装置の下部
を示す図２９（ｂ）のＫ－Ｋ線断面図である。
【図３１】（ａ）は上係合部を示す斜視図であり、（ｂ）は施錠装置の下部の構成を示す
斜視図である。
【図３２】（ａ）は前扉を解錠するためのキー操作が行われたときの施錠装置の上部を示
す背面図であり、（ｂ）は前扉を解錠するためのキー操作が行われたときの施錠装置の下
部を示す背面図である。
【図３３】（ａ）は前扉を解錠するためのキー操作が行われたときの施錠装置の上部を示
す断面図であり、（ｂ）は前扉を解錠するためのキー操作が行われたときの施錠装置下部
を示す断面図である。
【図３４】（ａ）は前扉が閉鎖状態とされ、かつ、キー操作が行われていないときの（前
扉が施錠状態にあるときの）施錠装置の上部と外枠との位置関係を説明するための断面図
であり、（ｂ）は前扉が施錠状態にあるときの施錠装置の下部と外枠との位置関係を説明
するための断面図である。
【図３５】（ａ）は上係合部と外枠の前面とが当接したときの施錠装置の上部と外枠との
位置関係を示す断面図であり、（ｂ）は下係合部と幕板飾りとが当接したときの施錠装置
の下部と外枠との位置関係を説明するための断面図である。
【図３６】別の実施形態における施錠装置の下部の構成を示す斜視図である。
【符号の説明】
【０３４８】
　１…球使用式回胴遊技機、２…外枠、３…前扉、６…被係合部を構成する幕板飾り、４
０１…ラック部材、４０２…伝達部材を構成するピニオン部材、４０７…上係合部、４１
３…被係合部を構成する収容凹部、７５１…基枠、７５４，７５５…鉤部を構成する鉤部
材、７５６…摺動部材としての摺動杆、７７５…錠部材を構成するシリンダ錠、７９２…
被係合部を構成する受け金具（爪馬）、９００…開放検知スイッチ。
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